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午前10時00分開議 

○議長（初村 久苹君）  おはようございます。 

 報告します。黒田昭雄君より、欠席の届出があっております。 

 ただいまから議事日程第３号により、本日の会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．市政一般質問 

○議長（初村 久苹君）  日程第１、市政一般質問を行います。 

 本日の登壇者は、５人を予定しております。 
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 それでは、届け出順に発言を許します。１４番、小宮教義君。 

○議員（１４番 小宮 教義君）  おはようございます。１４番議員の小宮教義でございます。今

日は、私がトップバッター、朝一番でございます。非常に眠たいと思いますが一つよろしくお願

いいたします。 

 昨日、北朝鮮が弾道弾ミサイルを２発撃ち込みまして、それも我が日本国のＥＥＺ内に２つ、

とぼっと落としたわけです。とんでもない国でございます。ぜひ、日本も敵地攻撃能力を確実な

ものとして、このような国に強い態度で臨んでいっていただききたいと思います。今回も市民の

声をいただいておりますので、御紹介をさせていただきます。これは久しぶりに市長への市民の

声でございます。耳の穴をようほじくって聞いてくれませんか。 

 菅総理大臣は年のせいでしょうか、コロナ疲れでしょうか、国民には総理の声が、政策が届か

なくなってしまいました。そして、緊急事態宣言中の中、無残にも総理の座を辞すことになった

ようです。コロナ対策で頑張ってこられ、本当に残念でありますと。これからが市長の分ですけ

ども、「市長様は対馬市民３万人の殿様でございます。市長さんの声は対馬市民に届いています

でしょうか。届くような大きな声を出してください。特に、○○○○○○○○○○○大きな声で

お願いをいたします。本土まではとても遠いので、さらに大きな声をお願いをします。その声は、

比田勝市長だけしか出せません。天をつらぬくような大きな声で、政策で対馬を鼓舞してくれま

せんか。だって、市長はあなた一人だけしかいません。頑張ってくれませんか、お願いしま

す。」という、これは上対馬の方よりの声でございます。 

 今、世界で問題となっているのは、このアフガニスタンでございますが、このアフガニスタン

の国は、大きさは約日本の２倍ぐらい、人口は約半分ぐらいの大きさです。そして、この皆さん

が言うタリバン、この武装勢力の勢力はたったの５万です。そして、政府軍は約３０万人もおる

んです。自衛隊ですら２３万人かそこらですけども、３０万人もおるわけですよ。そして、この

兵隊が戦わない、３０万の兵隊が、そこでアメリカのバイデン大統領はこのように発言しており

ます。自分の国を自分たちで守ろうとしない国に、若い米兵の命はかけられないという発言をさ

れております。全くもってそのとおりでございます。今後は、国際的な取組を期待をしておりま

す。 

 では、我が日本国はどうなのか。７月の２４日に東京オリンピックの開会式がございました。

皆さんもテレビで見られたと思いますが、バッハ会長の後に我が日本国のオリンピックの名誉総

裁であります天皇陛下が開会の御挨拶をなされました。そのときに、総理大臣座ったままで聞い

ておりました。とんでもない話でございます。そして８月の６日、広島の原爆の記念式典、これ

に総理は出席をされ、そして文章を読み飛ばしております。なぜ読み飛ばしたか、文章のところ

に糊がついておったそうですね、そこが見えなかったということですよ。こんなような大事な文
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章は、先に一回ぐらい読んで、そして当たるべきではないかと思います。 

 そして、この我が長崎の記念式典においても遅刻をされております。そして、この日本の総理

を決める総裁選挙がございます。１７日ですから明日の告示です。そして２９日に新しい総理、

即ち日本国の総理大臣が誕生するわけでございますが、たくさんの方が出ておられますが、力強

く我が日本国を引っ張っていっていただきたいと思います。 

 そして、大事なことはこの日本のエネルギー政策において、我が日本国が今まで築いてきた資

本的路線に沿って、国政を運営をしていっていただきたいと思います。では長くなりましたけど

も、さきに通知をしました一般質問について２点お尋ねをいたします。 

 まず第１点でございますが、新型コロナウイルス対策について。 

 １点目がワクチンの現在の接種状況の取組について、２点目が、今後ワクチンの接種計画につ

いてでございます。 

 ２点目が、これは先日、小島德重議員からもございましたけども、私もまたあえてさせていた

だきますが、小鹿の漁村センター賠償保険等についてでございます。今回、保険の瑕疵が認めら

れて約１,０００万円のお金が支払われておりますが、以前、支払った約４,０００万円これはど

うなるのかという２点についてでございます。市長の答弁を求めます。 

○議長（初村 久苹君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  おはようございます。朝一番から市民の声といたしまして、私自身を鼓

舞するような激励の言葉をいただきました。この激励の言葉を糧にいたしまして、今後も一所懸

命に対馬市政のために努力をしてまいりたいと思います。今後とも、どうぞよろしくお願いをい

たします。 

 それでは、小宮議員の質問にお答えいたします。 

 初めに、新型コロナウイルス対策についてでございますが、本市における新型コロナワクチン

の接種につきましては、まずは希望する６５歳以上の高齢者の方々の接種を７月末までに完了す

るよう取り組んできたところでございます。７月３１日現在の接種状況でございますが、６５歳

以上の高齢者１万１,１８９人のうち、１回目の接種終了者は１万１７４人、接種率９０.９％、

２回目の接種終了者は９,７４０人、接種率８７％となっております。目標をほぼ達成できたの

ではないかと考えております。 

 また、６月下旬から基礎疾患を有する方への優先接種の受付を開始し、７月上旬から６４歳以

下の方へ接種券を年齢の高い方から順次お送りし、現在、１６歳以上の方への接種券発送を終え

ております。 

 なお、９月１２日現在、全年代を対象とした対馬市の接種状況は２万９,６６３人のうち、

１回目の接種終了者は２万１,３４９人、接種率７２％、２回目の接種終了者は１万７,６６７人、
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接種率５９.６％となっております。 

 今後のワクチン接種計画でございますが、９月１７日までには、１２歳から１５歳の方への接

種券を発送予定としており、これによりワクチン接種の対象となる１２歳以上の市民の皆様への

接種券発送が完了いたします。 

 本市には９月末までにワクチン接種の対象となる１２歳以上の市民のうち、８割に相当する方

に接種ができるだけの量のワクチン供給が見込まれております。１０月以降のワクチン供給スケ

ジュールなど不透明な部分もございますが、希望する全市民への接種が１１月末までに完了する

よう引き続き取り組んでまいります。 

 次に、２点目の小鹿漁村センターの賠償保険等についてでございますが、先日、小島議員の一

般質問の回答と一部重複いたしますが、小鹿建物被害については、令和２年９月７日の早朝に対

馬を襲った台風１０号の強風で、本市が所有管理する小鹿漁村センターの屋根全体が吹き上がり、

隣接する住宅に飛散し甚大な被害を与えたものです。 

 本件については、本市が加入している全国町村会総合賠償補償保険の引受保険会社からは、当

初、台風による予測をはるかに超える自然災害であり、保険の対象とはならないとの回答を受け

ておりました。しかしながら本市といたしましては、小鹿漁村センターの屋根の飛散については、

専門家による見解も踏まえ、瑕疵判断となる通常有すべき安全性が欠け、台風１０号の強風によ

る風圧力に対する十分な耐力を有していなかったことなどから、国家賠償法第２条第１項の規定

の趣旨に鑑み、本市が賠償責任を負うべき事故との判断に至りました。 

 また、本件は地方自治法の規定に基づき、令和３年第１回市議会定例会において、損害賠償の

額の決定について議案を上程、３月１６日の本会議で可決いただいております。損害賠償金につ

いては、３月３０日に被害者と市の間で示談書を取り交わし、４月９日に支払い済みであります。 

 本市が加入している総合賠償補償保険の引受保険会社は、１度は本件については自然災害と判

断されていましたが、４月に入り再調査・検証をするとの連絡を受けました。その後、７月

２７日には再調査・検証の結果、小鹿漁村センターの屋根飛散による住宅被害については、通常

有すべき安全性を欠いていたとの結論に至り、総合賠償補償保険の適用となるとの回答があり、

８月１７日に総合賠償補償保険から本市の会計に９４８万２,０００円が入金されたところであ

ります。 

 今回、本市が被害に遭われた方に支払った損害賠償額３,７６４万５,７６０円については、正

当な損害額を客観的に算定する必要があるため、補償業務管理ができる補償コンサルタントに調

査を依頼し、実際にコンサルタントが現地に出向き、調査を行った上で算定しております。 

 一方、総合賠償保険のほうは、本市の調査資料を基に台風１０号による被害に該当する箇所を

保険会社のほうで査定され、保険額として９４８万２,０００円を算定されています。引受け保
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険会社は、被害建物の柱の傾斜と台所等のクラックは災害発生前から生じていたと判断し、損害

額に算定していないなど、一部の算定内容について本市との見解に相違はございます。 

 しかしながら、本市においては補償コンサルタントに調査を委託し、柱の傾斜や台所のクラッ

クについては現地調査等により災害発生時に生じたことを確認するなど、十分な調査確認を行っ

た上で、正当な損害額を客観的に算定しております。したがいまして、被害建物に対する損害賠

償金の額は決して過剰な額ではなく、適切正当な損害賠償額として判断しております。 

 以上でございます。 

○議長（初村 久苹君）  １４番、小宮教義君。 

○議員（１４番 小宮 教義君）  先にコロナ問題が一番の関心ごとでございますので、このコロ

ナ対策の関係からお尋ねいたします。 

 先ほど市長のほうから御説明がございましたが、７月の３１日付で６５歳以上の方は約

９０.９％、１回目を受けた方が、そして２回目の方が８７％、かなり皆さん受けておられます

ね。そして、この対象となる人口からすると、対象となる人口というのは多分１２歳以上の方で

すよね。１２歳以上の人口からすると、もう既に１回目を受けられた方は７２％でいいんですね。

２回目を受けられた方が５９.６％なんですね、全体で見ると。分かりました。 

 このコロナウイルの感染というのは、全ての方が打っていただくのが一番よろしいんですけど

も、いろいろ計算の仕方があろうかと思うんですが、全体でこれ人口の捉え方になろうかと思う

んですが、全体で大体８０％ぐらいの方が接種が終われば、この感染拡大、感染が広くならない

というふうな研究データがあるようでございます。全体で見ると、まだ５９.６％ですね。これ

を早くやっぱり８０％台に乗せれば感染するリスクが非常に減りますので、ほとんどなくなると

いうことですよ、データ的には。もう少しですから昼夜問わず頑張っていっていただきたいと思

います。 

 それと、次の２点目ですが、以前から対馬病院とか、コロナ対策で対応していただいておりま

すが、対馬病院、そして軽症者の宿泊施設、以前、緊急事態のときにも対応していただきました

が、これについて現在の対応はどうなっておるのか。これは、部長さんでもよろしゅうございま

すので、お答えをいただきたいと思います。 

○議長（初村 久苹君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  詳細な答弁につきましては、担当部長のほうから答えていただきます。 

○議長（初村 久苹君）  健康づくり推進部長、松井惠夫君。 

○健康づくり推進部長（松井 惠夫君）  小宮議員の御質問にお答えいたします。 

 先ほど議員のほうが接種率５９.６％、１２歳以上というお話がございましたけれども、これ

は対馬市全市民に対する割合でございます。 
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○議員（１４番 小宮 教義君）  ああ、すみません間違っていました。 

○健康づくり推進部長（松井 惠夫君）  それでは、対馬医療圏での病床の確保の体制という御質

問でございます。 

 圏域内の感染状況によりまして、ゼロから４の５段階のフェーズが設けられております。感染

者がいないフェーズゼロで４床、感染者が増加すればフェーズを上げ病床数を増やし、感染ピー

ク時でありますフェーズ４では２５床確保することとなっております。さらに、爆発的感染とな

った緊急時には、 大２７床確保するということになっております。 

 また、宿泊療養施設でございますけれども、感染者がいない状態でありますフェーズゼロの時

点から２６床が確保されております。 

 以上でございます。 

○議長（初村 久苹君）  １４番、小宮教義君。 

○議員（１４番 小宮 教義君）  ちょっと再度確認しますけども、常時４ベッドは確保してある

ということですね。感染病床は４病床あるのでその分については、いつでも対応できることです

ね。そして、緊急事態の場合には、これを４床から２５床に大きく広げることはできるというこ

とですね。当然、この２５床というのは病院内で広げられるということですよね。そしてさらに

爆発的な場合には２７床までは 大限にベッドの使用ができると。２７人までは受け入れ体制が

できるということでいいんですね。分かりました。 

 それと、軽症者施設の関係なんですが、これはベッド数が２６、これは以前と一緒ですね。

２６人は宿泊施設で対応ができるということですね。昨日もちょっと話をやっていましたけども、

その酸素関係のものについても、今後、こういうような施設で対応できるようにしていただけれ

ばと思います。では、かなり宿泊施設については以前と一緒、十分に対応はできておると、万全

の対策で臨んでおるということでいいですね。分かりました。 

 それと、３番目なんですけども、よくテレビで「抗体カクテル療法」という言葉をよく耳にす

るんですが、これは初期段階の患者とか、中等症の患者には何か非常によく効くそうです。これ

は点滴でやるそうなんですが、テレビですけど２つの容器があって、バイアルというんですか、

２つを同時に点滴すれば、かなり有効性が高いと、今、首都圏ではこの対応を十分にやっておる

ということなんですが。 

 報道機関によると数が非常に少ないということなんです。政府が確保しているのは２０万ぐら

いだというお話を聞いていますので、この対馬病院で抗体カクテル療法が対応できるのか、緊急

時に。その辺はどうなんでしょうか。 

○議長（初村 久苹君）  健康づくり推進部長、松井惠夫君。 

○健康づくり推進部長（松井 惠夫君）  中和抗体薬の投与、いわゆるカクテル療法と言われてい
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るものですけれども、本剤は現状安定的な供給が難しいことから、一般流通は行われておりませ

ん。厚生労働省が所有した上で、対象となる患者が発生した医療機関からの依頼に基づき無償で

配布されることになっているようです。対馬市内の感染症医療機関でも薬剤が配布されれば、対

応は可能だというふうに伺っております。 

○議長（初村 久苹君）  １４番、小宮教義君。 

○議員（１４番 小宮 教義君）  それでは例えば、対馬で医者の判断で抗体カクテル法を使いた

いということが、例えば今日使いたいですとするじゃないですか、今日診て、ドクターがその患

者にそれが必要だと言った場合には、どのくらいの日時ぐらいで対応できるんでしょうか。 

○議長（初村 久苹君）  健康づくり推進部長、松井惠夫君。 

○健康づくり推進部長（松井 惠夫君）  離島ということで、依頼から１日、２日はかかるんじゃ

ないかと思いますけれども、今現在、数セットは９月中に指定医療機関のほうに入るという話は

聞いております。 

 以上です。 

○議長（初村 久苹君）  １４番、小宮教義君。 

○議員（１４番 小宮 教義君）  発生しても二、三日の間には対応できるということでいいです

ね。分かりました。 

 それと接種するためにはワクチンが要るんですが、このワクチンが配分が悪いとか、いつ入る

か分らんとかということがよく報道で流れるんですが、対馬の場合はワクチンの配分というのは、

どうのようになっているんでしょうか、今後は。 

○議長（初村 久苹君）  健康づくり推進部長、松井惠夫君。 

○健康づくり推進部長（松井 惠夫君）  ワクチンの配分についてでございます。 

 先ほど市長が答弁いたしましたけれども、本市には９月末、今月末までにワクチン接種の対象

となる１２歳以上の市民のうち８割に相当する方に接種できるだけの量のワクチン供給が決定を

いたしております。１０月以降につきましては、今現在ではちょっと示されておりません。 

○議長（初村 久苹君）  １４番、小宮教義君。 

○議員（１４番 小宮 教義君）  １２歳以上の方々が８０％できる状態でワクチンが入るという

ことなんですが、９月いっぱいに入るような予定になっているんですか。数はどのくらい入るん

ですか。 

○議長（初村 久苹君）  健康づくり推進部長、松井惠夫君。 

○健康づくり推進部長（松井 惠夫君）  ９月末までに累計で３７箱になります。９月中には４箱

入ってくる予定でございます。 

 以上でございます。 
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○議長（初村 久苹君）  １４番、小宮教義君。 

○議員（１４番 小宮 教義君）  じゃ、今月の末までには４箱入ってくるんですね。たしか１箱

で２回接種したとして、５８５人分あるわけですよね、１箱で。それは４箱ということは

２,３４０人分入ってくるわけですね。それが入ってくれば１２歳以上の方の接種を含めて

８０％以上できる量ということでいいんですか。 

○議長（初村 久苹君）  健康づくり推進部長、松井惠夫君。 

○健康づくり推進部長（松井 惠夫君）  おっしゃるとおりでございます。今月４箱２,３４０人

分入ってまいります。累計で３７箱ということで、約２万１,０００人分ということとなってお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（初村 久苹君）  １４番、小宮教義君。 

○議員（１４番 小宮 教義君）  それなら１２歳以上の方の分の全てのワクチンは８０％打つと

して、今月末で全てのワクチンは入ってくるということでいいんですね。もう８０％ならば先ほ

ど申しましたように感染の拡大は防げるんですが、それでも先ほどの６５歳以上という方との例

を取ると、かなり接種率が上がったりしますよね。例えば８０にしておるけれども、８５になっ

たり９０になったりするじゃないですか。そのときのワクチンの配分の対応、これはどのような

対応になっておるんですか。 

○議長（初村 久苹君）  健康づくり推進部長、松井惠夫君。 

○健康づくり推進部長（松井 惠夫君）  ９月末までに８割は入ってくることが決定いたしており

ます。接種率が８割以上になりますと不足いたします。この点につきましては、今、県のほうに

１０月以降のワクチンの供給の依頼というか、要望はいたしております。 

○議長（初村 久苹君）  １４番、小宮教義君。 

○議員（１４番 小宮 教義君）  足りないワクチンは県のほうで言えば、国のほうから頂くと、

そして足りない分を早急に補うことができるわけですね。上がった分については、そう理解して

よろしいですか。 

○議長（初村 久苹君）  健康づくり推進部長、松井惠夫君。 

○健康づくり推進部長（松井 惠夫君）  はい、議員おっしゃるとおり８割超す分についましては、

今後、うちのほうも要求いたしまして県のほうから入っていただくというふうに思っております。 

○議長（初村 久苹君）  １４番、小宮教義君。 

○議員（１４番 小宮 教義君）  今後の対応について何点かお尋ねしますけども。 

 まず第１点が、コロナウイルスの水際対策についてなんですが、蔓延防止等関係で飲食店も閉

まったりしておるんですが、そのような時間制限をしても、コロナを止めることはできないと思
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うんですよ。なぜかと言うとコロナウイルスが入ってくるのは島外から入ってくるわけですから、

海であったり空であったり、それ以外はどっからも入ってこないんですよ。海ということは船で

入ってくるんです。そして、空は飛行機から入ってくるんですよ。その辺の対策を取ればコロナ

の進入を防げるんじゃないでしょうか。その辺はどうなんでしょうか。 

○議長（初村 久苹君）  健康づくり推進部長、松井惠夫君。 

○健康づくり推進部長（松井 惠夫君）  現在、国においては夏季期間中に羽田、福岡などの主要

な空港間での無料の搭乗前モニタリング検査が実施されております。また、全日空においては国

内線を予約した客に対して、有料での検査を実施されております。 

 このような検査につきましては、確かに議員おっしゃるとおり水際対策として有効だというふ

うには考えておりますけれども、なかなかそれを島で実施というのは、今現在ちょっと困難なの

かなというふうには考えております。 

 以上でございます。 

○議長（初村 久苹君）  １４番、小宮教義君。 

○議員（１４番 小宮 教義君）  海と空からの対策を取れば完全に防げるわけです理屈的には。

それで日本政府が学校関係に抗体簡易キット関係を配るという話もあっております。その簡易キ

ットの活用ができるのではないかということで、私もちょっと調べてみたんですが、議員の皆さ

んタブレットをお願いしたいと思います。いいですか。 

 この表は一番下を赤く囲っているところを見ていただきたいと思うんですが、これは厚労省関

係のコロナ対策に対する推進本部の資料です。この資料は、ドクターが、医師が判断をする基準

の表です。あくまでもドクターの判断の基準の表なんです。 

 感染症の検査方法というのは、大まかに言ってこの３つです。ＰＣＲ検査、これは遺伝子を培

養してそれで検査をする方法。対馬病院が、すみません、この表の赤で囲っている分と、それと

赤の文字は私が加えたものでございますので、当初からあったわけではございませんので、先に

御理解をお願いいたします。 

 ＰＣＲ検査と、そしてあと先ほどの抗原検査が定量というのと定性というのと２つございます。

抗原というのは、ウイルス本来が持っているタンパク質を利用した検査方法です。今回、私が申

し上げておるのは、一番右の赤で大きく囲った部分です。これを活用できないかということなん

です。 

 活用としては、例えば船とか飛行機で対馬に来るときに、船は特に２時間以上船の中にいます

ので、時間は十分ありますし、飛行機も３０分ぐらいかかるわけですし、一番右の抗体定性の検

査であれば１５分かそこらで判断ができます。そういう時間帯でできるので、こちらに来る間で

十分できると思うんです。ただ、これはあくまでもドクターの判断表ですから、いろいろとマル、
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ペケございますが、この一番左側の問題とする無症状者、要するに人がウイルスをもらう、する

と体内で培養されます。増えていくわけですが、それは感染と言うわけですけども、それがある

程度時間がたつと発熱とかそういうふうなことを「発症」というわけです。発症が見られない方、

無症状の方、咳もしない、分からんという方に対しては、この四角で書いてあるこのラインをず

っと行っていただくと、※印の３というのがありまして、そして、この３を適用できるのではな

いかということです。 

 ただ、先ほど申しましたように、これはあくまでもドクターの判断表ですから、この３番に書

いてあるように大きく赤で囲っていますけども、確定診断として推奨はされない。これはあくま

でもドクターの判断ですから、そして、いいところは幅広く検査を実施する際にスクリーニング

と言って、ものを振り分ける作業には可能だと。ただし、かかってないという陰性の反応が出て

も、これは保障はできないよと。あくまでも簡易的なものであるというふうな理解のもとに、こ

れを使用すれば船の中で十分対応できるんじゃないかと思うんですが、その辺を御返事をいただ

きたいと思います。 

○議長（初村 久苹君）  健康づくり推進部長、松井惠夫君。 

○健康づくり推進部長（松井 惠夫君）  検査にはＰＣＲ検査、抗原定量検査、抗原定性検査、

３つあるということでございます。先ほど私が申し上げました国において福岡空港とか羽田空港

でやっている検査につきましても、これはＰＣＲ検査か抗原定量検査で行っているというふうに

聞いております。 

 この議員御提案のこの抗原定性検査について、これが空港とか港等での検査が有効なのかどう

かというのにつきましては、県とか保健所にちょっと相談をしてみたいというふうに考えていま

す。 

○議長（初村 久苹君）  １４番、小宮教義君。 

○議員（１４番 小宮 教義君）  相談をしていただいて、ぜひ実行していただいたいと思います。 

 費用もそうかかりませんので、例えば１日７０人をするとしても２,１００人分の費用がかか

る。それについては約２５０万円ぐらいかかりますけども、まず水際で防げると、完全じゃない

けれども可能性があるわけですから、ぜひ検討して実行していただきたいと思います。そのため

には九州郵船さんにも協力していただかなければいけませんけども、検討だけじゃなくて実行の

段階まで行けるように、努力をお願いしたいと思います。 

 それと２点ですけども、全国的に若者の接種率が非常に低いんです。これも群馬県では当初は

１５％ぐらいが賞品などをやったりすると３０何％増えたという例がございますので、これから

行う段階で、若者の接種が非常に伸びないというときは、賞品を出してみたらどうどうかと、そ

の賞品は私もこれがいいんじゃないかと思って書いていますので、まず宿泊券が１万円分が
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５０枚、軽自動車スバルのシフォンカスタムというやつですけども、これが１３４万円、○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○かすまきとして１０本入りで約

５０箱、金額にすると１,９６０万円ですか、これは間違っていますね、こういうふうにして賞

品の提供をして接種率を伸ばすという考えはないですか。 

○議長（初村 久苹君）  健康づくり推進部長、松井惠夫君。 

○健康づくり推進部長（松井 惠夫君）  本市におきましては、これまで原則として年齢の高い方

から順に接種券をお送りしております。それに比例いたしまして接種率も年齢順に低くはなって

おります。９月１２日現在で３０歳代の方の１回目の接種率は６５％、２０歳代の方は５３.８％

となっております。 

 本市におきましては、これまでも６４歳以下の接種において商品券などのインセンティブを設

けたことはなく、今後も設ける考えはございません。 

○議長（初村 久苹君）  １４番、小宮教義君。 

○議員（１４番 小宮 教義君）  次に、２つお尋ねします。妊娠中の妊婦さんの関係なんですけ

ども、妊娠されている方の旦那さんとか、子供とか親族の方、こういうのを優先的に接種の対象

としてできないのかというのが一つと、先ほどの１２歳以上は今後やるんですが、１２歳以上の

人を優先的に、先ほどは年齢を下げていくと言われるけども、子供は対馬の宝、日本国の宝です

よ。この１２歳以上を優先的にできないのか、先ほどの妊婦の件と一緒に重ねて。 

○議長（初村 久苹君）  健康づくり推進部長、松井惠夫君。 

○健康づくり推進部長（松井 惠夫君）  まず、妊婦、妊娠されている方への対応につきましてで

すけれども、妊娠している方につきましては、産科医に相談していただいた上で接種を希望され

る妊婦の方には、早期に接種ができるよう配慮したいというふうに考えております。 

 また子供、１２歳以上から１５歳への対応ですけれども、今週末までには接種券を発送する予

定としております。子供への接種につきましては、集団接種及び個別接種で子供枠を設けて対応

をしようと考えております。 

○議長（初村 久苹君）  １４番、小宮教義君。 

○議員（１４番 小宮 教義君）  じゃ、１２歳以上の子供については優先的に集団接種等で対応

するということですね。そして妊婦さんについては協力を求めるということやけども、その担当

のドクターにそこのところを十分説明して、おじいちゃん、おばあちゃんも一緒にどうですかと、

できますよというふうなお願いも一つしていただきたいと。 

 それとあと４分しかございません。すみません。 

 この小鹿の問題ですけども、いろいろな問題点がございますが、この保険金が１,０００万円

入ってきたと、そして以前４,０００万円もらっておるじゃないかと、そこには３,０００万円と
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いう大きな金額の差があるわけです。保険会社が見積れば１,０００万円でできるわけですから、

４,０００万円払っているやつを返してもらって、そしてその１,０００万円を相手にやってそれ

で直してもらえばいいじゃないですか。無駄な４,０００万円の税金を使う必要はないと思いま

すが、先にそれだけ一つ聞いて、あとまた２点ほどお尋ねします。 

○議長（初村 久苹君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  このことにつきましても担当の部長のほうから説明をさせていただきま

す。 

○議員（１４番 小宮 教義君）  もういいですよ。説明はもう時間がないので。私のほうからも

う一点。 

○議長（初村 久苹君）  １４番、小宮教義君。 

○議員（１４番 小宮 教義君）  もう説明を聞いても内容は大体分かりますので……。 

 問題は保険会社が言うのは、以前、建物は以前から傾いておったんじゃないかと、倒れておっ

たんだということを言っておられます。それに対してお金を払う必要はないと思うんですが、そ

れと、この建物自体は基礎関係に非常にひびが入っています。あれは構造的な欠陥があるそうで

す。建築基準法的に適応していなかった可能性が非常に高い。そのようなものに対して国家賠償

法を適用する必要はないと思います。 

 それで、金額の差があるわけですから、昨日でしたか、市長のほうはこの損害賠償検討委員会

を４月１日付で作ったということですよ。その検討委員会で、これは本当に正しいのかというの

は、保険会社が言う通常有する安全性の確保、これがどのような形でされておるのか。 

 私が前回出しました資料は、数値的にこれが安全だということを立証しておるわけですから、

どういうふうな形で安全性を担保を認めたのかというのが大きな問題ですから、その４月１日に

できた損害賠償検討委員会に諮って、この内容の詰めを正しいなら正しいでいいじゃないですか。

修正するところは修正し、払った４,０００万円を少し返してもらうとか、そういう正しいかど

うかの検討委員会に諮る考えはないのか。 

○議長（初村 久苹君）  時間きましたよ。市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  議員おっしゃられたこの検討委員会のほうは、災害被害等が発生した場

合に、この被害については国家賠償法等に該当するべきかどうかというような判断を、今後して

いくということで委員会を立ち上げております。 

 今回の小鹿のこの損害賠償につきましては、もう既にこの保険会社のほうも認めたというよう

なこともありますし、市といたしましても瑕疵があったとして、国家賠償法による損害補償額を

既にお支払いをしているというところでございます。 

 以上でございます。 
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○議員（１４番 小宮 教義君）  議長、 後。 

○議長（初村 久苹君）  １４番、小宮教義君。 

○議員（１４番 小宮 教義君）  その検討委員会ではだめということですけれども、長崎県も諫

早市でしたか、７月頃、その国家賠償法関係でえらいもめたそうです。そして、特別に委員会を

作って、そしてそれは果たして市のほうに瑕疵があったのか、なかったのかをこの調査をしてい

ますので、そのような特別な委員会を作っての対応をぜひお願いをしたいと思います。 

 以上。 

○議長（初村 久苹君）  これで小宮教義君の質問は終わりました。 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（初村 久苹君）  暫時休憩します。再開は１１時１０分からとします。 

午前10時53分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時08分再開 

○議長（初村 久苹君）  再開します。 

 引き続き、市政一般質問を行います。１０番、春田新一君。 

○議員（１０番 春田 新一君）  皆さん、おはようございます。新政会の春田新一でございます。 

 まず、質問に入る前に５月の市議会議員一般選挙において、市民の皆様の負託により議会へ送

っていただきました。この場をお借りしまして改めてお礼を申し上げます。 

 さて、３期目の４年間地域活性化のため活動に邁進してまいりたいというふうに思っておりま

す。近年、気候変動により７月には県内でも記録的な大雨が続き、雲仙市では土砂崩れが発生し

て家屋２棟が押し流され、家族３人がお亡くなりになられました。心から御冥福をお祈り申し上

げますとともに、被害に遭われた皆さんへお見舞いを申し上げます。また１日も早い復旧を願う

ものであります。 

 悲しいニュースばかりではなく、新型コロナウイルス禍の中で史上初の１年延期となった東京

オリンピック・パラリンピック、大半の会場で無観客を余儀なくされ、期待をされておりました

盛り上がりや経済効果は得られなかったものの、日本代表のアスリートの皆さんがコロナウイル

スを吹き飛ばすかのように頑張ってくれました。感動したのは私だけではないというふうに思っ

ております。 

 さて、市長に再選をされて１期目４年間を振り返りながら、新たな気持ちで市民の皆さんと協

働で目標や方向性を共有しながら、人口減少や市民所得の低迷、地域活力の低下など課題につい

て改善の道筋を明らかにしたいとの強い思いで、「人・産業・地域が輝く対馬市づくり」に向け

て医療や福祉、介護、子育て支援をはじめ、産業の活性化と雇用の場創出、地域の特色を生かし
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た地域づくりなど、様々な取組を推進されています。しかしながら、昨年度から国難ともいえる

新型コロナ、相手の見えないウイルスと闘いながらの市政運営が続いております。 

 一方では、２０４０年問題については、本市の長期人口ビジョンから見える将来的な課題が山

積をしております。合併前の昭和時代の１９６０年の人口は６万９,０００人をピークに減少を

続け、現在の本市の人口は半減以下の３万人まで落ち込んでいるのが現状であります。人口減少

は一番難しい問題で、特効薬がないとも言われています。本市での減少対策の一つとして、教育

の重要性ではないかというふうに思います。 

 水産業など第一次産業の衰退が危ぶまれている中、親は子供に対し額に汗して稼ぎ出す産業に

就けとは言いません。大手企業の会社に入り、老後まで安泰な人生を目指せと教育をされており

ます。本市では第一次産業などへのきちんとした意識を持たせる教育が大切ではないかというふ

うに思います。第一次産業などを支える人材の育成が、本市では今後の大きな課題であり、新た

な視点で取り組んでいかなければなりません。 

 また医療や介護、集落やインフラ維持確保策など諸課題にいち早く対応され、経済的発展と地

域課題の解決に向けて、市長には初心を振り返りながら、熱い思いで今後取り組んでいただきた

いというふうに思います。 

 大変、前置きが長くなりましたが、市政一般質問に移ります。 

 今回は１項目、２点について重点的にお伺いをします。 

 対馬市まち・ひと・しごと創生総合戦略の中で、戦略３、戦略４の２点について市長の見解を

求めます。 

 まず、戦略３の、安心して結婚、出産、子育てができる環境整備についてでございます。市内

の独身者の減少を少しでも食い止めるための出会いの場の設定、結婚後の子育てにかかるふれあ

いやつながり、教育、医療等への支援をするための具体的な取組についてお伺いをいたします。 

 次に、戦略４の高齢者が健康で生きがいが感じられる環境と地域づくりについてでございます。

少子高齢化が進む地域において、見守り、交通、買い物支援等の整備と、シルバー人材センター

の全島組織化、法人化など元気な高齢者が生きがいの持てる今後の取組についてお伺いをいたし

ます。 

 以上、よろしくお願いをいたします。 

○議長（初村 久苹君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  春田議員の質問にお答えいたします。 

 初めに、安心して結婚、出産、子育てができる環境整備についてでございますが、対馬市ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略は国・県の方針に基づき、国や県と同様に切れ目ない地方創生社

会の実現と人口減少抑制対策の指針として、令和元年度に策定し４つの分野において重点戦略及
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び必要な施策、事業の基本的な考え方を示しております。 

 御質問がありました事業内容につきましては、本戦略では重点戦略３、安心して結婚、出産、

子育てができる環境を創出する。重点戦略４、高齢者が健康で生きがいが感じられる環境を作り、

安らぎのある地域を形成することを重点戦略として取組を進めているところであります。 

 独身者の減少を食い止める出会いの場の創出についてでございますが、具体的施策内容として

縁結びプロジェクト事業を継続して実施しており、出会いの場の創出に取り組んでおります。こ

の事業は社会福祉協議会や商工会青年部等との連携により、市内男女の未婚、晩婚化対策のため、

出会いの場創出から交際、結婚までのフォローアップを実施しております。特に、フォローアッ

プについてはアドバイザーによる婚活に向けた個別サポートなどを実施しておりまして、令和

２年度は延べ４８８件の個別サポートを行い、６組の婚姻実績となっております。 

 また、本事業ではカップリング数を上げるための取組として、話し方、接し方、服装等のアド

バイスを行う事前セミナーや、女性の参加を促すための魅力アップ講座など気軽に参加できる取

組も進めているところであります。このような取組により、年間５組の婚姻数目標に対して、平

成２９年度から毎年度６組の婚姻実績に至っており、一定の効果を上げてきたのではないかとい

うふうに考えております。 

 また、結婚後の子育て、教育、医療等の事業につきましても各担当部署と連携し、現状の把握、

施策の方向性の検討、具体的な施策内容を策定して取組を進めてまいりたいと考えております。 

 その関連として、令和３年度は結婚、出産、子育て、教育までの切れ目のない支援制度を取り

まとめたパンフレットの策定を予定しております。まずは、現行の支援制度を市民へ分かりやす

い形で周知しながら、そこから生まれてくる意見等を今後の取組につなげてまいりたいと考えて

おります。 

 今後も、対馬市総合戦略の検証を毎年実施することで現状把握に努め、施策の方向性を検証し

取組を進めてまいります。 

 次に、シルバー人材センターの全島組織化、法人化など元気な高齢者が生きがいの持てる今後

の取組についてでございますが、令和元年度より活動範囲を対馬全域に拡大し、本部を対馬市社

会福祉協議会厳原支所に、中支部を社協本所に、上支部を社協上対馬支所に設置し、職員６人体

制で運営を行い、会員の確保及び業務の拡大を図っております。 

 令和２年度のシルバー人材センターの実績は、会員数が１６２人、延べ活動人数４,３２２人

で目標であります年間延べ活動人数５,０００人に迫るなど、市民の皆様に浸透しつつあります。 

 シルバー人材センターの法人化につきましては、令和４年度中の一般社団法人設立に向けて社

会福祉協議会と協議を重ねているところであります。今後は、高齢者の豊かな経験、知識や技能

を生かせる就業の場を提供することで、生きがいの確保や福祉の増進を図り、高齢者の能力を大
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いに発揮できる活力ある地域社会づくりを目指して、さらなる会員の確保及びサービス内容の充

実を図りながら、業務の拡大を図ってまいります。 

 以上でございます。 

○議長（初村 久苹君）  １０番、春田新一君。 

○議員（１０番 春田 新一君）  どうもありがとうございました。令和元年度からのこの戦略を

策定されて進めておられる事業でございます。 

 総合戦略ということで、少し議長にお断りをいたしておきます。関連で横にずれる可能性があ

るかも分かりませんので、かなりずれる時には注意をお願いいたします。よろしくお願いいたし

ます。 

 先ほど答弁をいただきました、この質問も私２回目になるというふうに思います。１回目は会

派代表質問でさせていただきました。対馬の中には、今、総合計画そして総合戦略、長期人口ビ

ジョンあるいは全協でありました過疎地域対策計画、そういう計画にのっとって進めておられる。

この事業もほかの事業もそうなんですが、やはりコロナでかなりの手薄になっているんじゃない

かなというところも見受けられるような状況であります。 

 人が集まれないというような状況の中で、こういうような施策を立てて運営をなされているの

も大変なことでありましょうし、また市民の皆さんも大変、交流ができない、いろいろな意見交

換ができないということで非常に今苦しんでおられるところは、みな同じだというふうに思って

おります。 

 まず、１点目でお尋ねをしたいのが、出産の問題でありますが、安心出産支援についてでござ

います。私、上対馬出身でございますので、上対馬病院からの産婦人科がなくなったということ

で、大変、これも１回、前市長の時に質問をいたしましたが、非常に安心して子供を産むという

ことが上対馬のほうからは大変厳しい状況の中にあります。 

 しかしながら、この島の距離を見ても、人口割を見てもやはり今の市政が妥当じゃないかなと

いうふうに思いますが、その中でやはり平等に、格差がないように平等にできる方法はないか、

これをやはり少し考えていただいてやっていかないと、気苦労をされている。そして、また人口

減少に歯止めをかけるためにも、この出産というのが一番大事なところになってきます。 

 今回の質問でも分かりますように、出産、子育て、それからシルバー人材センター、シルバー

ということで高齢者が生きがいを持てる地域づくりということで質問をしております。お互いに

かみ合っていって、初めて対馬の人口の減少が食い止められるわけですから、やはりそこはそこ

できちんとしたものを行政側は組み立てていかなければいけないというふうに思っております。 

 上対馬病院から分娩が不能になったのが平成２４年からですね。２４年から分娩は元いづはら

病院のほうに移っております。それからあとは対馬病院ということで平成２７年から対馬病院で
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今、分娩がなされております。上対馬病院になぜ産婦人科がないのかということは、もう前回の

質問の折によくお尋ねをいたしましたが、やはり産科の先生がいないということで、それとこの

出産の人数を見てみますと少ない、こういうことは分かりはするんですが、やはり私も男性です

から子供を産むのは分かりませんが、非常に家族の気苦労そういうものがあると思うんですよね。

だから、自分の家族がそういうふうになったときにどうなのか、そこら辺も考えながらもう少し

支援を、産婦人科を上対馬病院に持ってくることは今のところ不可能であるんですから、その支

援をしていただけなければいけないと思うんですが、そこを何か市長のほうからあればお願いし

ます。 

○議長（初村 久苹君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  議員の質問の中にもちょっとありましたように、上対馬地域の出産関係

の助成につきましては、議員も御承知のことかと思いますけども、事前に妊婦さん、そして関係

者の方たちまで含めて、事前にこちらのほうの宿泊をされる場合の補助等を、今、実施をしてい

るところであります。もしここら辺につきまして、まだ支援の内容が薄いとか、もう少しどうい

うふうにしていただきたいとか、そういう具体的な内容があれば、こちらといたしましてもでき

る限りの対応はしてまいりたいというふうには思ってはおりますが、今回、事例で車中でのお産

があったということも聞いておりますが、できるだけ早い段階でそういう関係の宿泊所に宿泊さ

れて、準備をしたほうがよいというふうに私も思います。 

 ただ、そこに先ほど申しましたように、もう少し市の助成等が不足するところがあれば、先ほ

ど申しましたように、またいろいろと御助言等をいただければというふうに思います。 

 以上であります。 

○議長（初村 久苹君）  １０番、春田新一君。 

○議員（１０番 春田 新一君）  今、市長がおっしゃられたように支援はまだ拡充はできるんだ

ということですので、またそこら辺は、よく協議をされて今後お願いに来たときには、よろしく

お願いをしておきます。 

 一番大事なのが、今も市長も言われましたが搬送中に、今まで４名の方が車の中の出産という

ことになっているかと思います。そういうことで、こういうことがあってはならない安心安全な

病院でなければいけないわけですから、命を守るために市長も県議も国会議員もいらっしゃるわ

けですから、そこはきちんとしたものを作り上げて、またこの上対馬から対馬病院まで距離があ

りますので、そこら辺も考慮しながらもっともっと大きな支援をしていただきたいなというふう

に思います。 

 また里帰りで帰って来ても、どうしても上対馬、上県北部の皆さんは福岡に嫁さんに行ってあ

っても、なかなか帰って来られない。帰って来ても対馬病院まで行かなければいけない。その距
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離というものを考えれば、はやりこっちからお母さん方が行くような条件になっていくわけです

から、そこら辺も少し、ああ、自分が生まれたところで出産ができてよかったということが喜ば

れるような施策にしていかなければいけないのではないかなというふうに思います。 

 そこの中で一つ、これは先ほど市長も答弁されましたが、出産間近な妊婦さんについては、産

婦人科の医師派遣事業などでよく分かるわけですから、そこら辺を対馬病院といきいき健康課担

当部と、それから保健師さんと協力していけば、連携を取っていけば車の中で出産することは私

はないと思うんですが、なかなかそこが、やはり本人の意向もありましょうし難しいところもあ

りますが、そこ辺が少し不足をしているんじゃないかな、お金の問題だけじゃないんです。やっ

ぱり妊婦さんは自分の子供を対馬の宝として生みたいんだという気持ちがあってやっているわけ

ですから、そこを少し行政側もそこら辺に力を入れて連絡、調整をしていく。 

 これは毎日生まれているわけでもありませんから、余裕があると思いますので、部長、その辺

はどうでしょうか。１点お願いします。 

○議長（初村 久苹君）  健康づくり推進部長、松井惠夫君。 

○健康づくり推進部長（松井 惠夫君）  本年度から子育て世代包括支援センターというのを立ち

上げております。これで子育てしやすいような環境を作るということで、上対馬地域の出産につ

きましても病院、市の保健師、本人さんとの連携をして進めていきたいというふうに思っており

ます。 

○議長（初村 久苹君）  １０番、春田新一君。 

○議員（１０番 春田 新一君）  それ以上に妊婦の方は大変ですから、力強い御支援をいただき

ますようにお願いをしておきます。救急車でも５０分で行けませんので、やはり１時間２０分く

らいかかりますので、そういうこともありますし、道路事情もありましょうが、いろいろそうい

うことも勘案しながら支援の協力を求めるものであります。よろしくお願いいたします。 

 それから、次に子育てができる環境づくりということで、さっき言いましたように子供が生ま

れて１歳になれば保育園に預けられる。そしてまた、保育園が終われば幼稚園、それから小学校、

中学校と進んでいくわけですが、その中でこの自然豊かな対馬の中で育つ子供たちが、どのよう

なことを望んでいるのかというのは難しい問題であろうというふうに思いますが、今、保育所も

認定こども園ということで上対馬には設置されて運営がなされております。そういうふうに豊玉

もそういうふうになるんだろうというふうに思いますが、やはりそういうことをしながら子育て

をしていく、そしてまた対馬の中で収入が少ない対馬、仕事が少ない対馬の中で一所懸命夫婦

共々働いて子供を育てていく。 

 こういうことについては、今、大分改良はされたんじゃないかなあと。保育園から幼稚園、こ

の辺は大分改良をされてきたんじゃないかなあというふうに思いますが、まだまだ我々にとりま
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しても、市民にとりましても子供は島の宝でありますので、やはりしっかりした安全な教育体制

が必要だというふうに思います。 

 それで、１点、教育長のほうにお尋ねをいたします。こども園で幼稚園はよく分かりますが、

学校に上がってからの子供たちの精神面あるいは障害のある子供、あるいは学校に行かない不登

校児童、そういうところは厳原に今度、市の直営でなされております。前回は「みちしるべ」と

いう民間の有識者の方々が一所懸命やっておられましたが、どうしても年齢的に無理だというこ

とで、そのまま市が今度は運営をするようになっておりますが、そこら辺の中で、部長でも結構

ですので何人在籍をして、どのような仕組みでやっておられるのか、そこら辺が分かれば少し教

えてください。 

○議長（初村 久苹君）  教育部長、八島誠治君。 

○教育部長（八島 誠治君）  春田議員の御質問にお答えいたします。 

 「みちしるべ」の運営ということでございます。「みちしるべ」につきましては直営となりま

してから学校教育課長が所長ということで、また指導員が１名、それから講師を授業によって雇

ってから毎週月・水・金曜日に子供たちの利用という形で運営をしております。利用者につきま

しては、年間、昨年度で実績としましては２４３名、保護者の方も相談等利用をされますので

８５名、その程度の利用となっております。 

 以上です。 

○議長（初村 久苹君）  １０番、春田新一君。 

○議員（１０番 春田 新一君）  ありがとうございます。そういうふうに人数も年間２４３名そ

こに通所されて精神的な問題、あるいは家庭の問題、いろいろな問題解決に御尽力をいただいて

いる皆さん方に感謝申し上げるわけですが、やはり全島で市立の小学校、中学校、幼稚園ありま

す。やはり私としても厳原だけではなくて上のほうにも、上・中・下というふうに行政区のほう

も割り当てて進めていこうかというふうな中でありますので、やはり上のほうにも一つ設置をし

ていただいて、子供たちも保護者もそうなんですが家庭教育というのが非常に難しくなっており

ます。学校教育だけで子供は育ちません。私もそれは経験をしております。 

 そういうことで、ぜひ上のほうにも一つどこかいい場所に設置ができれば、私は望んでおりま

すが、教育長、そこはどうでしょうか。 

○議長（初村 久苹君）  教育長、永留和博君。 

○教育長（永留 和博君）  今、議員がおっしゃるように上地区にも必要性がもっと高まってくれ

ば設けなければならないと思います。 

 今、下地区に設置をしている理由というのは、やはり不登校の子供たちの数が下地区に非常に

多かったということと、上地区には少なかったという状況のもとで、まずスタート時点としてフ
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リースペースの引き継ぎもありましたし、そこからスタートをしております。 

 上地区のほうでどうしても必要となれば、また例えば指導員を増やして上地区に派遣をして、

どこか場所を設けてやっていくという方法もあるんじゃないかなとも思います。また状況を見な

がら検討をしていきたいというふうに思います。 

○議長（初村 久苹君）  １０番、春田新一君。 

○議員（１０番 春田 新一君）  ありがとうございます。教育長は現場上りですので、よく学校

のことは御存じであろうというふうに思います。 

 今、教育長さんが言われましたように非常に難しい問題で、家庭の中まで入ってそういうこと

ができませんので大変難しいと思いますが、やはりそこは、今、教育長さんが言われたのは、そ

の現状でありますので、しかし、その中には学校でいじめとかあって不登校になろうとしている

子供さんもいらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。そこはそこで分かりづらいとこ

ろ、結果が出ないところはあろうかと思いますが、学校側とも連携を取りながらそういう方向も

計画的に進めていただいて、そして必要になったときには、ぜひお願いをしたいなというふうに

思います。よろしくお願いをしておきます。 

 それと、教育長もう１点ついでと言ったらなんですが、昨日の質問にもありましたように、子

供さんたちが遊ぶところ広場、教育施設といいますか運動公園の中にある遊具等の整備、これも

非常に見る限りでは遊べる状態ではないようなところも見受けられます。その辺のところも優先

順位でやりますという昨日の答弁も聞き及びましたが、なかなか難しい問題であろうなというふ

うに思います。 

 そこで、あとから出ますが、これも市長、シルバー人材センターでそういうような技術を持っ

た人もいっぱいおられますので、そういうようなところと契約ができて、そこで清掃、あるいは

ブランコの点検、ちょこっとしたネジの締め付けとかできますので、そこら辺を全体で考えてい

ただいて連携を取りながらやっていただくのも一つの手かなというふうに思います。 

 優先順位を決めてということですが、我々は優先順位がどうなっているのか分かりません。今

聞いても、皆さんも優先順位といったらなんやろうかと思われるかも分かりません。それはもう

行政の優先順位を決めて、１番目はここ、２番目はここでやっておられるのはよく分かります。

財政面もありますし、予算の面で、ああ、今年はここをやろうというようなことになっていくん

だろうと思いますが、やはりそこはそこでこの広い対馬の中ですから、そこまで行けないわけで

すから優先順位の一番を豊玉に作った、比田勝から行かれますか、行かれませんよね。そういう

ことも考えながら、このシルバー人材センターの組織化に向けて、また組織ができた暁には皆さ

んで考えて、そして皆さんで思い切り協力をしていただいて、そして高齢者の生きがい、そして

働く場、そういうものを作っていくのも、今から先、市長が先ほど言われましたが、法人化して
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やっていくんだということですから、そこら辺も見込んでやっていかなければいけないと思いま

す。 

 また、私も気づいたんですが、通学路の点検の折にちょっと気づいたんですが、そういう通学

路のガードパイプ、手すりなどの清掃とか、少し歩道の少しある除草とかそういうものも、随時

そこをシルバー人材センターに頼んでやってもらうようにすれば、行政側の大きな入札とかそう

いうのを待つ必要もありませんし、そういうのを年間行事の中にシルバー人材センターに組み込

んでもらってやっていくような形式も、今からは考えられるんじゃないかなというふうに思いま

すので、そこら辺も各部署でよく協議をされながら連携をとってやっていけば、スムーズにいく

んじゃないかなあと。 

 我々大人が子供のために何をするかということを考えれば、大人がやっていかないと子供はで

きませんので、子供が健康でみんなで対馬の宝を育てるんだということについて、もう少し頭を

ひねっていただきたいなというふうに思います。 

 それでは、次に移ります。次は高齢者が健康で生きがいが感じられる環境づくり、環境づくり

といいますか、前回の全員協議会でもありましたように過疎地域が増える対馬、非常に今一番苦

しい問題で市長もあろうというふうに思います。それの中で総合計画あるいは総合戦略を組み立

ててやっておられます。非常に長い島ですので大変なところもあろうかと思いますが。 

 先ほどシルバー人材センターの実績あるいは会員の数等を市長のほうから答弁いただきました

が、会員の皆さんも気持ちよく入っていただいて運営ができているなあと。それと受託量もかな

り増えております。本部で受注件数が４７８件、本部ということは厳原だというふうに思います。

日数が１,５８９日、金額が１,１０５万６,６５４円というふうに、このように金額、仕事をさ

れているんだなあと、すばらしいなあというふうに私も思うんですが、大きなもう企業であるん

じゃないかなというふうに今思っているんですが、中支部としては４９件の６２日、でも金額的

には結構１０３万３,０２４円という実績が上がっております。上支部で言いますと４４件の

１６１日、２５０万１,７２５円という実績で上っております。 

 非常にこのようになってくれば、すぐ法人化もできるしすばらしい組織ができてきます。高齢

者の皆さんも大変でしょうけど、やっぱり生きがいづくり、そして長生きをしていただく、こう

いうことにつながっていくんではないかな。今からその組織がきちんとなれば、これもやはり高

齢者の交流の場あるいはコミュニケーションの場、そういうところにつながっていけば、地域も

活性化していきますよ。そういうことも考えながら今後力を入れて、これも社協のほうに委託を

されておりますが、職員も６名ということで、職員６名ということはちょっと少ないんじゃない

かなというふうに思いますが、それはそれでシルバー人材センターですから職員に頼ることなく、

自分たちもいろいろな仕事を見つけたり、そして一緒になってするのがシルバー人材センターの
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事業でもあろうかというふうに私は思っております。そこら辺も重視しながらこの取組を強化さ

れるといいんじゃないかなというふうに思っておりますので。 

 市長、今、教育長のほうにも話をしましたが、そういうことでこのような実績とこのような力

のある組織づくりができているわけですから、業界に入札でする仕事は仕事でいいでしょう。し

かし、それ以外に地域の皆さんから、「ここはこうやったよねえ、ああやったよねえ」という時

に、ちょこっとできるそういうことをもう少し力を入れていただきたいなというふうに思います

ので、ここもひとつよろしくお願いをしておきます。 

 それから、市長が特に力を入れておりました軽度生活支援助成事業ということで「ちょこっと

サービス」、これも今、実績がちょこっとサービスですのでワンコインでできるサービスですの

で、金額的にはもう上がりませんが、件数は結構いっていますので、これももう少し広めていく

ためのＰＲ、これが大事じゃないかなと思います。全然分からない方もおられるんじゃないかな

というふうに思いますし、これを広めていくことによっていろいろなコミュニケーション、地域、

包括そういうのにもつながるし、やはりこれは大事な事業であろうというふうに、まあ、本当の

ちょこっとですから、ちょこっとと言えばちょこっとですが、これいい事業じゃないかなと。 

 その高齢者の自分たちができないところに入っていただいていろんなこと、電気の器具を取り

替えてもらったり、ふすまを張り替えてもらったりそういうことができるということは、これは

本当に高齢者同士のコミュニケーション、そしてまた、地域の活性化に私はつながっていくとい

うふうに思いますので、そこを今後、地域でリーダーというかそういう人がいなければ、なかな

かこれは進まないと思うんですよね。 

 行政がじっとしておっても、回って行かなければ分からないわけですから、そこら辺がネック

になるんじゃないかなと思いますが、市長の考えがあればお聞かせください。 

○議長（初村 久苹君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  このちょこっとサービスの実績は、議員も今おっしゃられたように利用

回数が４４回ぐらいということで、まだなかなか市民の皆様にも浸透していないのではないかな

というふうに思っております。 

 そういったところで、まず一番何がネックになっているのかということをいろいろと担当職員

とかにもヒアリングをしてきたところでありますけども、まず３０分以内でできる業務を対象に

するというようなことから、このことについては地域の支え合いの支援を受けている地域、こう

いった地域については、もう既に自助・共助、こういったところができているというようなこと

で、なかなか広まっていかないのではないかなというようなことを、こちらとしても捉えており

ます。 

 それと、もう１点が対象者が７５歳以上の高齢者の世帯、そして、また７５歳以上の高齢者と



- 138 - 

障害者のみの世帯というようなことでありますので、ここら辺の周知がまだまだちょっと不足を

しているのではないかなということであります。今後もＣＡＴⅤやら生活支援のコーディネー

ター、そしてまたケアマネージャー等に事業説明会等を重ねながら、市民に深く浸透を図ってま

いりたいというふうに考えております。 

 以上であります。 

○議長（初村 久苹君）  １０番、春田新一君。 

○議員（１０番 春田 新一君）  市長の答弁のとおりなかなか難しい、その自宅に入り込んでや

らなければいけないということで難しいことなんですが、やはりこれは７５歳以上ですから社協

が担当するところでありまして、社協が担当する地域にあっては民生委員さん等々がおられます

ので、そこら辺もうまい具合に組織の中に入れていただいてやっていくことで成功するんではな

いかなというふうにも思っておりますので、そこら辺も各部署で連携を取りながらやっていただ

ければというふうに思います。 

 こうして高齢者の方が生きがいを持って、この対馬に住んでよかったと思われるような島づく

りにしていかなければいけないし、また困ったことをしてやって助けてやるのがお互い人間でご

ざいます。この対馬の人情味のある対馬のこれが本当の私は仕事ではないかなというふうに思っ

ておりますので、今後も力を抜くことなく頑張っていただきたいというふうに思います。 

 後の質問になりました。少子高齢化が進む中で地域においては見守りや交通、買い物支援等

の整備ということで上げております。 

 一回、この質問も取り上げましたが、なかなか高齢者が買い物あるいは病院等々に行かれる場

合の対策がまだまだ十分ではないんじゃないかなというふうに思います。それで、どのような対

策を練ったらいいのか、どのようにしていけば買い物弱者がゼロになるのか、そして、また病院

やら買い物に和気あいあいでいけるのか、そこら辺が大きな問題になってくるわけであります。 

 ここで１つ紹介をいたしますが、ＥＳＤ発表会で対馬高校生が政策提案ということで、「買い

物弱者ゼロにしよう」という発表会があっております。これも比田勝市長も出席をされておりま

す。そういう中で子供たちが、買い物弱者に焦点を当てて市にヒアリングするなどして調査を重

ねてきた。 

 発表では、市の調査で移動、交通に困っていると答えた高齢者は１１.５％ですから、全体で

調べてあっていないと思いますが、データを示し、これらの方々により豊かな生活を送ってもら

うことが 大の課題と指摘、その上で免許自主返納者への支援強化、宅配サービスや移動販売の

充実、自動運転バスの導入も見据えたバス路線の改善、商店と過疎地域の連携を提案をされてお

ります。非常に我々で浮かばない高校生らしい、すごい発想だというふうに私は感動をしており

ますが、市長もその場で回答もされております。非常に高校生らしい、すばらしい発表会だった
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ろうなあというふうに私は、今、自分で胸のうちで考えておるわけですが。 

 やはりそういうふうな子供たちもこういうふうなことを考えてやっている。お互いに子供も大

人も一緒になってやっていかなければいけないんだということに、私は感銘を受けておるわけで

すが、市長もその場におってあるんで、少しだけ心の内を聞かせていただきたいというふうに思

います。 

○議長（初村 久苹君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  議員おっしゃられるように、高校生としての視点から見たときに、やは

りそういったところが不足をしているよというような、私も新鮮な意見として拝聴させていただ

きました。 

 そういう中で、今度の拡大事業等におきましても、特に上地区のほうもスーパー等が今度、買

い物支援での宅配も始めていくということが計画もされているようでありますし、下地区のほう

もコンビニとかほかの関係もそういった計画がなされてきているようであります。 

 行政だけではなかなか難しいところをそのような形で民間主導でやっていただくということに

対しまして、私も感謝をしているところでありますので、このような施策がもっともっと市民を

巻き込んで充実していくような形にしてまいりたいというふうに思っております。 

 以上であります。 

○議長（初村 久苹君）  １０番、春田新一君。 

○議員（１０番 春田 新一君）  ありがとうございました。優しい市長の心意気をお聞かせいた

だきました。頑張っていただきたいと思います。 

 民間を巻き込んで、今のところ行政は行政、民間は民間というような形が見受けられるところ

が多々あろうかというふうに思いますが、やっぱり民間も巻き込んで一緒になって、この高齢者

あるいは子供たちを守っていかなければいけない、これが大きな責務だというふうに思いますの

で、そこら辺にもう少し支援を拡充しながら、また努力をしていただきたいなというふうに思い

ます。 

 後に１点だけ、ちょっと通告から外れますが議長の許可を得ておりましたので、何回となく

この質問があっておりますが、バスの待合所、非常に見苦しいところが結構ありまして、我々も

何回も質問で答弁を受けて聞いております。しかし、非常に対馬の中の国・県・市道の待合所と

いうのが非常に見苦しいようなところがいっぱいあるわけですよね。 

 それと一番優先的に、行政が優先的と言いますので優先的に取り組んでもらいたいのが美津島

の商工施設、ここの幅が歩道から４メーターなければバス停が作られないというような答弁も、

私も聞いて、なるほどなというふうに思いましたが、やはりそこには商店を構えてある一般の事

業者の方がいらっしゃいますので、そこと協議をされながらその面積が足りないから建てられな
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いんだじゃなくて、そこを進めていただきたいというふうに思いまして、終わります。 

○議長（初村 久苹君）  これで、春田新一君の質問は終わりました。 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（初村 久苹君）  昼食休憩とします。再開は午後１時からといたします。 

午前11時59分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後１時00分再開 

○議長（初村 久苹君）  再開します。 

 報告します。波田政和君より、早退の届出があっております。 

 午前に引き続き、市政一般質問を行います。９番、脇本啓喜君。 

○議員（９番 脇本 啓喜君）  皆さんこんにちは。会派自公・協働９番議員の脇本啓喜です。 

 支持者の方々や市民の方々から、脇本議員の質問はわかりにくいというふうに御指摘、御批判

を受けております。今回、特に目新しい分野に取り組むので、ますますちょっとわかりにくい部

分はあるかもしれません。それで、市長には、釈迦に説法でしょうが、市民にもわかりやすくと

いうことで、説明的にちょっと長くなるかもしれません。御了承ください。 

 それでは、前回の一般質問では、どういう手法で対馬市をよりよくしていくのか、つまり市民

協働を普及させ課題解決に当たっていくよう対馬市に促すことを述べました。 

 証拠やデータに基づく政策立案の重要性が説かれて久しい昨今、正確で新しい情報収集が求め

られます。今回は初めに、取り組むべき項目の優先順位づけのポイントを２点述べます。 

 パネルの１をお願いします。持続可能な発展を遂げるためには、優先課題選定とその解決への

切り口、それを市民と共有していくことが大事だというふうに思っております。 

 近私は、本の概要を解説するユーチューブをよく視聴します。直近では、安宅和人著「イシ

ューからはじめよ」を購読しました。多くの課題がある中、何を選択しどういう手法で課題解決

に取り組むかが重要です。よいイシューとは、スタンスが明確かつ行動の変化をもたらす常識を

否定しているもので、よいイシューを特定するには一次情報の収集が重要だと説いています。こ

のイシューというのは、課題を何にするか、そしてどういう切り口でいくかということです。す

なわち、優先順位づけの第１点目のポイントは一次情報の収集分析に基づく正しい現状把握だと

思います。 

 もう一つは、世の中がどういう方向に進んでいるか、すなわち的確な将来予測であり、具体的

には現在進行中のＳｏｃｉｅｔｙ５.０により近い将来どのようなことが可能となるかをしっか

り認識しておくことが重要だと感じています。ここでＳｏｃｉｅｔｙ５.０とは何かについて触

れておきます。 
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 ソサエティーとは、日本語に直すと社会です。ですから、社会５というふうに考えていただい

て結構です。Ｓｏｃｉｅｔｙ５.０は、社会１から社会４に続く新たな社会を指すということで

す。それぞれ第１が狩猟社会、第２が農耕社会、そして第３が工業社会、第４が情報社会と定義

されて、社会はこのような順序で進化、発展してきたとされています。 

 Ｓｏｃｉｅｔｙ５.０とは、仮想空間と現実空間を高度に融合させたシステムにより、経済発

展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会と第５期科学技術基本計画に定義されています。 

 パネルの３とパネルの４を御覧ください。 

 このＳｏｃｉｅｔｙ５.０が目指す社会について、図式したものがこの内閣府の資料になりま

す。Ｓｏｃｉｅｔｙ５.０で実現する社会は、ＩｏＴ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ・ｏｆ・Ｔｈｉｎｇ

ｓ）で全ての人と物がつながり、様々な知識や情報が共有され、パネル３のような今までにない

新たな価値を生み出します。 

 また、人工知能（ＡＩ）により、必要な情報が必要なときに提供されるようになり、ロボット

や自動走行車などの技術で、少子高齢化、地方の過疎化、貧富の格差などの課題が克服されます。

社会の変革、イノベーションを通じて、これまでの閉塞感を打破し、希望の持てる社会、世代を

超えて互いに尊重し合える社会、一人一人が快適で活躍できる社会というふうに言われています。 

 パネルの４は、ＡＩとＩｏＴっていったい何だろうということをちょっとまとめてみました。

ＡＩとは、人工知能のことを指す言葉です。人間の処理しきれない計算や能力を発揮します。Ｉ

ｏＴとは、物のインターネットという意味で、インターネットを通じて物を操作することを指し

ます。これを使って、今結構テレビにも出ていますが、ドローンが宅配をしてくれたり、買い物

をして届けてくれたり、あとは自動運転、対馬市も取り組んでいる、それからカーシェアリング

といって今、二酸化炭素を出さないようにということで、一人一人が車を持つんじゃなくて、数

人でその車を共有して、動くときだけ動かすという形、これがカーシェアリングというものです。 

 それから、今、先ほども買い物とか、通院が困っているという話が出てきましたけれども、実

際に病院に行くんではなくて、近くの集会所等で、そこにお年寄り等が行って、パソコン画面を

通じてオンラインで診療を受けることができるようになると、こういうことができます。前置き

が少々長くなりましたが、ここから通告に従って質問いたします。 

 大きな１番、対馬市において、Ｓｏｃｉｅｔｙ５.０による恩恵普及を促進するための具体策。 

 １．この質問の前提として、一次情報である市民の生の声を収集する仕組みづくりとその情報

管理及び活用法に関する以下の質問について答弁を求めます。 

 パネルの５を御覧ください。 

 ビッグデータ活用と個人情報保護、ビッグデータにもいろいろあるんですが、ここの場合は、

市役所が持っている大量のいろんな個人情報も含めたデータというふうに考えていただいて結構
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です。個人情報をしっかり保護した上で、対馬に住む人々の安全を確保して、対馬の経済をリア

ルタイムで把握する、それから市役所庁舎内でのビッグデータの活用ルールを策定する。それか

ら、日銀短観、これは日銀が四半期ごとに一定の会社に景気の動向を聞いて、その四半期ごとの

景気の動きを発表しているものです。佐賀の武雄市は早くからやっております。このように対馬

市でも、データとして、経済の動きを捉えることができないかということで、対馬短観の実施、

それから、市民により安心、安全な暮らしの提供をするということが求められてくると思います。 

 ①先月、厚生常任委員会の閉会中所管事務調査で、コロナワクチン接種関連業務で苦心したこ

とを担当者に質問したところ、どうやってワクチン接種の予約をスムーズに行っていただくか苦

心したが、特に認知症の方の接種意思を確認することはさらに苦心したとのことでした。認知症

の方がどこにお住まいなのか福祉保健部では市の保有データからある程度把握できるものの、個

人情報保護の観点から、健康づくり推進部が直接その情報にアクセスできないことが主な要因の

ようです。職員全員が誰でも何でも情報にアクセスできることは問題です。しかし、一定の役職

者限定でアクセス可能とするなどの庁舎内ルールの明確化を図ることで、市役所が保有するビッ

グデータの有効活用が図られるはずです。庁舎内個人情報取扱い規定の作成、あるいは改定につ

いて、市長の所見を求めます。 

 ２番目に、ケーブルテレビ文字放送で未就学障害児の保護者からの相談を、教育委員会学校教

育課が募集しています。これもある程度対象を把握できているのであるから、直接訪問して相談

に乗ればよいと思います。それができていないのは、相談を受けても解決に当たる人員や人材が

不足しているからではないでしょうか。市民グループで支援に当たろうとしても個人情報保護の

観点から情報開示は困難であろうと推測できます。情報開示の規定を改めて見直し、市民グルー

プと協働契約を締結し課題解決に取り組むことについて市長の所見を求めます。 

 ③ＤＸ推進について癩癩ＤＸというのはこのようにデジタルを利用してよりよい社会をつくっ

ていくという意味です癩癩について現在の取組状況と今後の指針について、市長の答弁を求めま

す。 

 ２．Ｓｏｃｉｅｔｙ５.０の波に乗る。 

 私は、市内各地を御用聞きする中で、買い物難民対策と通院難民対策から始めるべきであろう

と感じています。 

 ①ドローンを活用した宅配の展開について。 

 パネルの６をお願いいたします。西濃運輸が中心となって、今までトラックで直接御自宅まで

運んでいたものを、家と家の間が遠くて非常に非効率だということで、ドローンを飛ばして宅配

をするということに取り組んでいます。利用者が発注をして、それからある程度のところまで今

までどおりトラック等で運んで、集配センターに持っていき、そこから、ある一定地域にドロー
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ンを飛ばすという方法です。岐阜県で既に試行され、全国８１７の過疎地で商品化に向けて取り

組まれています。対馬市でも検討できないか、民間との調整をつけながら、市長の答弁を求めま

す。 

 ②オンライン診療の普及について。 

 パネルの７を御覧ください。 

 国境離島共有オンライン診療所構想というのを考えてみました。通院するというのは、やっぱ

り道路事情とか交通事情もあります。ただ、対馬市は曲がりなりにも各世帯までケーブルテレビ

の光回線が通っています。もちろん各集落の施設にも届いております。そこで、患者さんには各

地の集落施設に行ってもらって、対馬市の保健師とか看護師さんがその診療の補助をするために

月に何回かそういう定期的に行くということです。そして、コロナ禍で国も初診からオンライン

診療を認めたり、オンライン診療報酬改定を実施しています。オンライン診療は、何も島内の病

院でなくとも福岡や東京勤務の医師でも依頼が可能です。離島に医師が来たがらない理由の一つ

に、自らのスキルアップを図ることが都会の病院と比較して劣ることが上げられます。東京の大

病院と連携し、オンライン診療所と提携大病院との勤務を半々等にすることで、医師の確保にも

つながると思います。また、対馬市内には光回線が網羅されており、集会施設等に保健師や看護

師を定期的に派遣し、オンライン診療の支援に当たれば、通院難民が大幅に解消できると思われ

ます。そこで、国境離島に指定されている自治体共同で東京にオンライン専門診療所を開設して

はどうでしょうか。市長の所見を求めます。 

 このことによって、医師を受け入れてくれる大病院にとっても、大病院のほうも医師が不足し

ているということもあります。そして、もちろんそこでオンライン診療をやってくれる多分若い

先生になると思います。その先生もキャリアアップにもつながります。対馬市、離島にとっても

医師不足の解消ができるというメリットがあると思います。 

 次に、大きな２番目です。地域循環経済の理念普及。 

 これまで対馬市の経済対策の中心は、特産品を開発、島の産品のブランド化、観光客の誘致支

援等、島外資金獲得に重きを置いてきました。しかし、家計と同じように幾ら稼いでも支出が収

入を上回れば赤字になります。日韓関係の悪化による韓国人観光客激減やコロナ禍で島外資金獲

得はいよいよ困難な状況にあり、しかもいまだ景気回復の兆しも見えていません。島内資金の島

外流出を一層食い止め、地域循環型経済の確立が喫緊の課題であることは容易に御理解いただけ

ると思います。 

 パネルのＡを開けてください。 

 パネルＡは、地域の収支を漏れバケツに例えた概念図です。対馬市地域経済におけるバケツの

大きな穴は、１つは、島外から購入するエネルギー代金、２つ目に、住民、島民が島外から購入
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する物やサービスの代金です。（１）番目の解決方法は、再生エネルギーを島内で創出すること

でしょう。しかし時間の関係上、次回以降の一般質問に譲り、ここでは、島民が島外から購入す

る物やサービスの代金について取り上げます。 

 パネルのＢをお願いいたします。 

 パネルのＢは、域内消費率が８０％のＡ市と２０％のＢ市の双方に１億円の資金が支給された

ケースの比較表です。域内消費率というのは、島がもらったお金を外にどれだけ出さずにそこの

中で循環させているかという意味です。この表から見ると、２回目の循環で早くも地域内を流通

した資金総額は２倍弱、５回目には約３倍もの差がつきます。地域循環型経済の好循環は、生産

者や行政が主導する地産地消ではなく、ネットや郊外大型店よりも少々値段は高いけれども地元

商店から購入しようという消費者側からの運動である地消地産の理念の普及が生み出すと言われ

ています。 

 パネルのＣをお願いいたします。 

 パネルのＣは、里山資本主義の提唱者として有名な藻谷浩介氏が出演するユーチューブ動画か

ら抜粋したものです。彼は、地域活性化には５段階あり、 終５段階まで来ないと意味がないと

言っています。その５段階を簡単に触れると次のようになります。 

 まず、マスコミで紹介され、イメージがよくなり、政治家が有力者が喜ぶような、結果には無

関係な自己満足で終わる知名度アップ、話題性アップ、いわゆる入り込み客数が増え、イベント

屋やコンビニ、輸送機関がもうかる、これは単なる一手段だと言っています。 

 客数の増加、滞在時間が増え、宿泊者が増えて、客単価が上がり、地元業者がもうかる、これ

は１つの戦術というところまで来ます。売り上げの増加、売り上げが原材料費や人件費に回るこ

とで地域内に落ち、住民がもうかる、これはよい戦略というとこまで来ます。これが所得の増加

につながります。 

 それから、地消地産が進み、所得が隅々まで回る、そして、たくさんその地域にお金が入るこ

とで、地域企業が栄え、地域内の決済権限が増える、１割自治とよく、昔は３割自治と言われて

いましたけど、対馬市の場合は１割自治です。これが自主財源が増えてくるということです。こ

こを目標にしようと。これが地域内経済循環の拡大だとおっしゃっています。 

 パネルのＤ、お願いいたします。 

 地域外に出ていくお金を減らそうということです。これも同じく、藻谷さんが出演してあった

トラストバンクアカデミアから引っ張ってきました。地域の経済を高めるには、売上げを上げる、

もうけを出す、コストを削減する、この３つはたしかに大事です。しかし、生活する上では支出

はつきものです。同じお金を使うなら、お金の使い方に気を配りましょうということです。この

パネルのＤではオレンジ色の部分、この四角のように受け取った人が地域でまた使う、このよう
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に仕向けていくことが地域循環経済を好転させる鍵になるということです。 

 パネルのＥをお願いいたします。 

 今度は具体的にどのくらいの効果があるのかということを例を挙げて説明いたします。 

 対馬島民のわずかな消費行動の変化や市内店舗の売れ筋を対馬産品に変えられれば、企業誘致

と同様の効果を創出できる可能性があるということです。対馬の住民一人一人が年間に消費する

額を約２００万円とすると、その１％、２万円を地元産品に回せば、人口１万人当たり２億円が

地元に回ります。これは、給与プラス福利厚生１人当たり２００万円の雇用１００人分の額にな

ります。１００人の企業誘致をするのと、これをすることが大体同じぐらいになるということで

す。それから、対馬で１年間の観光消費額を例えば１０億円としましょう。韓国人観光客が来て

ないのでこんなにないですけども、その１０％を地元の産品の消費に回せば、１億円が地域内に

回るということになります。これは給与プラス福利厚生に２００万円１人当たりの雇用５０人分

の額になります。韓国人観光客が大勢来島していた当時、対馬市内のある免税店の売上げナン

バーワン商品は東京ばななであったと聞いています。例えばそのうち１０％でもかすまきに置き

換えるよう努めることで、地域循環経済は好天に向かい、雇用拡大につながるということです。 

 パネルのＦをお願いいたします。 

 なるべく対馬産品を買うように心がけよう、くどいようですが、地域と地域企業が今後とも続

いていくための道筋、それは地消地産、対馬で消費するものは対馬産にということです。売上げ

の中で地元に残って回る部分を１％でも増やす、地域内経済循環を拡大して、地域で何をやろう

かとするときに、自由にお金が使える、そういう権限を取り戻そうということです。 

 パネルのＧをお願いします。対馬島民一人一人ができる対馬経済への貢献、対馬の地域内経済

循環を拡大するためには、給与、原材料費、設備費などのコストを地域で回すようにする。地域

の工事業者に発注する。 

 それから２番目、コストをほんの一部であっても、自分が使うお金のほんの一部であっても大

きな経済効果を生むんだということを一人一人が理解していただくということ、地域循環型経済

理念の普及に向けた市民への啓発活動及び実効性ある具体策の検討について市長の答弁を求めま

す。 

 ２、一次情報である市民の生の声を収集する仕組みの例として、対馬短観の実施について答弁

を求めます。 

 四半期ごとに実施される日銀短観の対馬市版を実施して、従来の一部の市民からの情報やそれ

に基づく感覚による経済政策展開ではなく、証拠やデータに基づく経済政策立案へ転換を図るこ

とについて市長の答弁を求めます。 

○議長（初村 久苹君）  市長、比田勝尚喜君。 



- 146 - 

○市長（比田勝尚喜君）  脇本議員の質問にお答えいたします。ただし、もうあと時間も２５分ほ

どしか残っておりません。それとまたかなり通告と若干ずれたような質問もございましたので、

職員のほうが聞き取りをした内容に沿って、すり合わせをした部分で答弁をしたいと思います。

かなり多岐にわたっておりますので、少々時間もかかることかとは思います。お願いいたします。 

 初めに、ビッグデータ有効活用に向けた庁舎内ファイアウォールの策定についてでございます

が、市が保有する膨大なビッグデータの中には、業務上の使用目的から庁舎内で制限されている

情報があります。氏名、住所、生年月日、性別の基本４情報と個人識別符号、要するにマイナン

バーと言われるものですけども、この特定個人情報と言われるものであります。その取扱いにつ

いては、行政機関が保有する個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律をはじめ、住民基本台帳や各法令等の保護と規制に基づ

き、情報の適正な取扱いを行っているところでございます。また、行政機関が保有する個人情報

の保護に関する法律、第８条第１号で法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために個

人情報を自ら利用し、または提供してはならないと規定されております。保有個人情報を他部署

に提供すべき業務については、法令に基づく場合において、市民の利便性向上の視点を十分に考

慮しながら、関係部署間で協議調整の上、判断していくこととしております。 

 次に、ビッグデータの二次加工を含めて、民間へのデータ開示基準の検討についてでございま

すが、平成２５年第３回定例会において、議員より、市保有データ要するにビッグデータの庁舎

内活用及び民間への提供体制の整備について、一般質問があっております。 

 当時はまだ一部の団体でその取組が始まったという時勢でございましたが、２０４０年問題、

急速な少子高齢化の進展への対応等、我が国が直面する課題の解消に資することを目的に、官民

データ活用推進基本法が制定され、世界 先端ＩＴ国家創造宣言官民データ活用推進基本計画に

おいて、令和２年度末までに地方公共団体のオープンデータ取組率１００％を目標とすることが

示されました。 

 本市でも、令和３年３月１５日にオープンデータカタログサイトを開設して、市保有データの

公開を始めたところであります。本市では、県内市町と足並みをそろえて、データ連携に求めら

れます市保有データをオープンデータとして開示してまいります。併せて、国が地方公共団体に

対して公開することを推奨する推奨データセットで指示された市保有データから順にオープン

データを推進してまいります。また、リクエストのあった市保有データをはじめ、所管部局にお

いて、民間事業者と独自に情報連携していく取組で、必要となる市保有データにつきましても、

関係法令に基づいてオープンデータの公開を行ってまいります。 

 次に、ＤＸ推進について、現在の取組状況と今後の指針でございますが、新型コロナウイルス

において、行政機関のデジタル化の遅れに対して、迅速な対処が求められているところです。ま
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た、新たな日常の原動力として、制度や組織の在り方など、デジタル化に併せて変革していく社

会全体のＤＸ化が求められています。また、本年７月には、総務省より自治体ＤＸ推進手順書が

示され、その目標達成を２０２５年としてＤＸ推進を達成するために想定される一連の手順が示

されたところです。本市の取組といたしましては、その手順におけるステップゼロの段階で、Ｄ

Ｘの認識共有、機運醸成について現在取り組んでいるところでございます。 

 次に、Ｓｏｃｉｅｔｙ５.０の関係で、ドローンを活用した宅配サービスの展開についてでご

ざいますが、ドローンを活用した宅配サービスは、全国で実施に向けた取組がなされており、県

内では、新上五島町が昨年実証実験で医薬品や日用品の運搬を実施されております。今年もメニ

ューを変えて実証実験を継続されるそうですが、今後実験結果を踏まえて、本格的運用の検討を

されるそうでございます。こうした実証実験の中で課題となっているものは、飛行オペレーショ

ンに係る費用と人的負担、電波障害、第三者上空、民地上空における安全性の担保が上げられま

す。つまり、ＬＴＥが入らない地域、空港周辺、自衛隊基地周辺などの特殊要因による飛行ルー

トの設定や、もしも墜落したときにその安全性が担保できるのかというような諸問題が残されて

います。しかしながら、ドローンは、日進月歩で技術が進化しており、コスト減やＡＩの発展が

待ち望まれており、航続可能距離の延長や諸問題が解決されれば、将来民間事業所において導入

を検討していただけるのではないかというふうに考えております。 

 また、既に対馬市の佐須地区の農事組合法人樫椎小原では、ドローンによる農薬散布を実施さ

れており、建設業界においても工事写真の撮影に広く利用されているようであります。今後検討

できる内容を見定めてまいりたいというふうに考えております。 

 次に国境離島共有オンライン診療についてでございますが、オンライン診療は交通網が不便な

方や交通弱者の方にとって有効な診療の一つであると認識しておりますが、診察の原点は医療設

備が整う医療機関において、医師が患者と対面して診察を行うことであると考えます。特例措置

として、このコロナウイルスの拡大に伴う影響下、初診から限定的に実施可能となっているよう

でございます。原則として、オンライン診療を行う全ての医師は、直接の対面診療を経た上でオ

ンライン診療を行うことになっております。日頃より直接の対面診療を重ね、医師と患者間で信

頼関係を築いておく必要がありますので、直接の対面診療が難しい島外の医師や医療機関とのオ

ンライン診療は課題が多いのではないかというふうに思われます。将来的には、医療分野のみな

らず、離島が抱える課題解決のため、ＩＣＴの新技術を活用した物流、交通エネルギー等との担

当部局とも連携し、対馬市にとって も有効な医療提供体制を構築できないか考えてまいります

けども、島民の命を守る医療のことでありますので、まずは、市内の基幹病院であります長崎県

対馬病院や上対馬病院及び市内医療機関等とオンライン診療を含めた将来の対馬における地域医

療構想について、協議を進めていく必要があるというふうに考えております。 
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 次に、地域循環型経済理念の普及についてでございます。 

 まず、地域循環型経済とは、議員の説明にもありましたように、対馬に入ってくる国や県から

の補助金や交付金、観光客やビジネス客による消費額など、いわゆる島外獲得資金や島内発生資

金を対馬市を初め、市民や事業者が建設事業等の発注や市外でのショッピング、燃料とエネル

ギー消費対価など、域外になるべく流出させず、資金を域内で循環させようとするものと理解し

ております。この理念につきましては、私も以前説明会ですばらしい構想だなというふうに感想

を持ちましたけども、まさしくその理想とするもので強く賛同するものであります。対馬市とい

たしましても、給食の地産地消や建設事業等の外注事業の地元企業優先を初めとした促進を始め

ているところであります。 

 民間事業者におかれましても、スーパーでの生産者市場コーナーを設置されたり、商業施設で

の朝市を開催していただいたりしております。また、この理念を実践するには、何より市民一人

一人の意識が非常に重要になってまいります。対馬市内でなるべくショッピングをしていただく

だけで、その経済効果は数億円に上がるものと思われます。対馬市内での経済循環については、

継続して取り組むとともに、市民への啓発活動も今後実施したいと考えています。 

 次に、日銀短観にならった対馬版の経済短観調査を検討してはとの御質問ですが、現在は担当

課において、商工会や市中銀行からの情報収集に努めており、必要に応じて業種ごとに一定数の

事業者に対して聞き取り調査やアンケートを実施し、景況感の把握に努めているところでござい

ます。この内容につきましては、発表まではしておりませんが、新聞やテレビ等で報道されてい

るような皆様の肌感覚と相違あるものではありません。よって、現在のところは、対馬版短観の

実施は考えておらず、引き続きハローワークの月間有効求人倍率や県が実施している観光統計の

情報なども参考にしながら、臨機応変に市内の経済状況を把握してまいりたいと考えております。

この日銀短観のエビデンス・ベースト・ポリシー・メイキングでしょうか、ＥＢＰＭというのは、

このこともちょっと私のほうも調べてみましたら、かなり統計学的にいろんな業種から、 低で

も３００ぐらい集めんと効果が出ないというようなことでありますので、そこら辺はまた今後の

課題というふうにしていきたいと思います。 

 以上であります。 

○議長（初村 久苹君）  ９番、脇本啓喜君。 

○議員（９番 脇本 啓喜君）  本当、多岐にわたる質問を、本当に短くしていただいていると思

います。ありがとうございます。 

 それで、まずビッグデータのオープンデータ化というか、二次加工で使うことについてなんで

すが、今、市長の答弁にあったように、私もこのことについては以前質問いたしました。そのと

きに、武雄市、福岡市、奈良市、千葉市、このあたり、若い人たちが集まって、研究会みたいな
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ものをつくって、いろいろ取り組んでいるということもそのとき御紹介させていただいたと思い

ます。去年、コロナになって、ハンコレスが結構話題になりましたけども、テレビで取り上げら

れているのはほとんどそういうところなんですよ。武雄、福岡、奈良、千葉、やっぱり、一朝一

夕にはこういうものもならないので、地道に、本当はスピードが大事なんですけど、取り組んで

いただきたいというふうに思います。 

 それから、今ＤＸについてどういうふうに取り組んでいるかということについてなんですが、

機運の醸成、私、担当室長ともお話させていただいた中で、ＤＸにすることで、効率が上がりそ

うなことを各部署で洗い出しをしてもらうんだということを言っていらっしゃいました。すばら

しい取組だと思います。やっぱり業務刷新というのは一人一人、自分が今やっているところをど

うにかしてもっと効率的に仕事ができないかということを考えることはすばらしいことです。そ

のときにもお願いしたんですが、先日もちょっと述べたんですが、教育委員会のほう、市長部局

ではないところであっても、必要だと思うんです。この前も、子供たちと向き合う時間をつくる

には、ＰＴＡの連絡等、そういうものにもＤＸを図っていく、ＮＴＴがそういうものもある程度

京都のあるＰＴＡと組んで、ひな形みたいなのを作っています。そういう形で、学校の教職員は、

県の職員かもしれませんが、市の職員同様、そういう学校内でのＤＸにすれば、仕事が効率が上

がって、子供たちともっと時間が取れると、そういうふうに取り組めるように、教育委員会のほ

うにもそういう働きかけをぜひしていただきたいと思います。これについて、市長でも教育長で

も、答弁あればお願いいたします。 

○議長（初村 久苹君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  このたび、ＤＸに取り組んでいくということにつきましては、教育委員

会も含めて、一緒に推進してまいりますので、いろいろと課題はあろうかと思いますけども、連

携をしながら、着実に進めてまいりたいというふうに思っております。 

○議長（初村 久苹君）  ９番、脇本啓喜君。 

○議員（９番 脇本 啓喜君）  わかりました。昨日の陶山議員の一般質問の中でも全島のＰＴＡ

が単年度で役員が変わるんではなくて、ＰＴＡの全島のその会自体の理念をずっと継続して取り

組んでいけるような、そういう体制もつくるよう、十分に動いていらっしゃるとおっしゃってい

ました。学校だけではなく、そういうＰＴＡのほうともぜひ御連携をお願いいたします。 

 それから、全般にわたって今回の答弁について、できない理由を言うんじゃなくて、何か今は

できないけれども、できるように取り組みますという姿勢がすごく伺えたような気が私はしまし

た。今後ともそういう形で、今はこういう形でできないけれども、こういうふうにしたらできる

かもしれないという、そういう取組をお願いしたいと思います。 

 先日、デジタル庁の事務方のトップの石倉洋子デジタル監の動画を見ました。その中で、素早
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く失敗、小さく失敗するということをやっていかなければ、ＤＸは進まないというふうにおっし

ゃっていました。引き返すタイミングを逸しない、悶々と考えて無駄な労力を時間と費やすこと

を回避できる、それから、取り返しのつかない大失敗を回避することができる。こういうメリッ

トがあると言っていました。失敗することで、昨日の全協でもありましたけども、ＰＤＣＡサイ

クル、考えて、やって、それをチェックして、また成功につなげるというこのＰＤＣＡサイクル

に乗せることができると思います。何もやらなければ、こんなサイクルに乗りませんので、やり

ながらで、そして修正をかけながらよりよいものをつくっていくという方向でお願いしたいと思

います。 

 それから、国境離島共有オンライン診療構想についてなんですが、オンラインについては、コ

ロナ禍の特別措置なんだということをちょっと強く考えられ過ぎているんじゃないかな、報道等

によると、やはりオンラインでできるところは恒久的にやっていこうという報道のほうが私には

多いように感じております。そのあたりも厚生労働省の動き等もしっかりつかみながら、このオ

ンライン診療について、いいところもあれば悪いところもあるでしょう。でも、いいところを取

り入れられるように、先ほども言ったように、小さい失敗を繰り返しながらでも、進めていって

いただきたいというふうに思っております。 

 それから、このオンライン診療所のところで働くお医者さんについては、もちろん基本は県企

業団病院に所属するという形でもいいと思っています。というか、むしろそうすることで任期が

終わった後にまた対馬なり県の病院企業団のお医者さんとして戻ってきてもらう、キャリアを積

んで戻ってきてもらうということが一番いいことだというふうには思っています。 

 少し時間が少なくなってきたんですが、 後に１つ、この前、対馬市グローカル大学もすばら

しい取組をやってくださっています。もう７回ぐらいですか、アーカイブでも、先生たちの講義

が登録している人たちは見れるようになっています。すごく勉強になっていますし、担当者もが

んばっているなというふうに感じています。また、参加者も本当楽しみにしているというのがひ

しひしと感じてきています。その講演の中で、こういうものがありました。離島論というか、そ

ういうものがあった中で、宮本常一先生の言葉が紹介されていました。法ができたから島がよく

なるのではない、島がよくなろうとするとき、法が生きるのである。こういう言葉がありました。

そのほかにもこういう言葉があります。対馬市は、真っ先に国境離島新法をつくろうと、すばら

しい先進的な動き方をしてきました。しかし、自戒も込めて、残念ながら、それができた後の準

備が十分じゃなかったんだろう、ほかの離島自治体、国境離島指定受けているところに比べると、

進捗が遅いというふうに自戒を込めて、そういうふうに思っております。 

 市長、この宮本常一さんの法ができたから島がよくなるのではない、島がよくなろうとすると

き、法が生きるのである。このことについてどういうふうに思われるか、所見をちょっとお聞か
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せいただければと思います。 

○議長（初村 久苹君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  宮本常一さんにつきましては、全国の離島をくまなく回られて、特にこ

の対馬にもおいでになられて、多くの実績を残されております。私も本を読ませていただいたこ

とがあるんですけども、確かに法ができたから島がよくなるんじゃなくて、それだけ、自分たち

のやる気をださせようというこの宮本さんのお気持ちがここに出ているのではないかなというこ

とで、よくなろうとするときに法が生きる、やる気があるから、法が生きるというようなことで、

自分たちにもう少し積極的に島をよくしていこうという気持ちを高めなさいということじゃない

かなと思っております。 

○議長（初村 久苹君）  ９番、脇本啓喜君。 

○議員（９番 脇本 啓喜君）  今回の一般質問にも当たっても、通告の後すぐ答弁を担当する課

長等から、その日のうちに電話がありました。前回、ああいうやり取りをして、そういういい方

向にお互い進んでいっているんじゃないかと思っています。ただ、まだ担当にもお伝えはしてい

たんだけど、私の伝え方が悪かったのかな、通告になかったというふうな感じになっていますの

で、私のほうでもう少し通告の内容をちょっとどういうふうにかして、通告外だと言われないよ

うな形で、しっかり担当課長等にも密に連絡を取って、もっとよりよい一般質問にして、成果が

出るようなそういう質問にしていきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。 

○議長（初村 久苹君）  これで、脇本啓喜君の質問が終わりました。 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（初村 久苹君）  暫時休憩します。再開は、１４時５分からといたします。 

午後１時51分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後２時03分再開 

○議長（初村 久苹君）  再開します。 

 引き続き市政一般質問を行います。８番、船越洋一君。 

○議員（８番 船越 洋一君）  新政会の船越洋一でございます。さきに通告をしておりました大

きくは３点について市長に質問をいたします。 

 まず１点目ですが、市道久田２号線の道路拡幅について、市長に質問をいたします。 

 市道久田２号線は、市営柳ノ元団地、久田小学校、久田中学校、厳原自動車教習場、市営プー

ル、石田団地、自衛隊宿舎、海上保安部宿舎さらに一般住宅も数多くあり、朝夕の通学バス、給

食センター車両または小中学校の体育祭には、大型バスも出入りする主要道路であります。特に、

県道より旧久田幼稚園跡までの道路の道幅が狭く、車の離合もできない状況でありますので、県
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道より旧久田幼稚園跡までの間の道路の拡幅ができないかお伺いをいたします。 

 次に、２点目ですが、万松院入り口の橋の架け替えについてでありますが、前市長の折、一般

質問をした経緯がありますが、再度質問をいたします。 

 今年１０月末には、朝鮮通信史ユネスコ記憶遺産関係の資料を展示する歴史館及び対馬市博物

館が来年４月には完成しますが、この地域は金石城址、清水山城址、また、日本三大墓地の一つ

と言われる宗家墓所と国指定史跡が密集しており、対馬の観光の目玉となる地域だと思います。 

 観光バスの駐車場がなく、大変憂慮されておりますが、万松院入り口の橋の架け替えをし、万

松院広場をバスの駐車場として活用できるようにしてはどうかと思いますが、市長の考えをお伺

いをします。 

 次に３点目ですが、博物館建設についてでありますが、この博物館は当初建設を計画した際、

維持、管理費が大きく財政を圧迫するということで、当時の総務文教委員会で否決した経緯があ

りましたが、経費の見直し等を行い、着工に至ったわけですが、来年４月に完成の見込みと思い

ますが、当初と大きく状況が変わっていると思いますが、当初の設計金額と 終的な設計金額と、

また維持管理費がどのように変わったかお伺いをいたします。 

 以上、３点、よろしくお願いします。 

○議長（初村 久苹君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  船越議員の質問にお答えいたします。 

 初めに、市道久田２号線の道路拡幅についてでございますが、市道久田２号線の現状につきま

しては、議員御指摘のとおり、小中学校、市営住宅等へのアクセス道路であり、通行に支障をき

たしていることを認識しております。本線の一部区間におきましては、歩行者の安全確保のため、

歩行者用の張出し歩道を設けておりますが、車両の円滑な通行の解消までには至っていないのが

現状でございます。特に主要地方道厳原豆酘美津島線との接合部や旧久田幼稚園付近の狭隘部に

つきましては、車両が歩道に乗り上げたり、片側の車両が停止したりを繰り返し、離合をしてい

る状況でございます。 

 市道久田２号線は、久田地区の重要な生活路線であると認識しており、改善は必要であるとい

うふうに考えております。現時点で整備への着手時期などは明言することはできませんが、交付

金等を利活用することを念頭に改善に向け検討してまいりたいと思っております。 

 次に、万松院入り口の橋の架け替えについてでございますが、この内容については、平成

２５年の１２月定例会、平成３１年の３月定例会でも御質問いただいたところでございまして、

この橋の歴史的価値や周辺環境とのマッチングを考慮しながら、万松院はもとより、史跡整備委

員会、万松院保存会及び教育委員会と協議しながら、老朽化の進んだこの橋をどうするか相談を

していきたいと回答しておりました。 
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 今回の御質問では、橋を架け替えて万松院前の広場を観光バス駐車場にしてはというような趣

旨のようでございますが、現在、万松院周辺において、駐車場用地の購入に向けて、関係者と協

議を進めているところでございます。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響により、

関係者の方々と直接お目にかかることがかなわず、前進できていない状況でありまして、早期に

御理解いただけるよう今後努力してまいりたいと考えております。万松院をはじめ、金石城址、

対馬博物館、朝鮮通信史歴史館など、歴史的観光地が集中する、この地域への駐車場の必要性は

私も十分に認識しております。今後、速やかに進展できるよう努力してまいります。 

 後に、博物館建設事業についてでございますが、平成２９年６月２７日の全員協議会におい

て、全体事業費３４億４,９８２万３,０００円、そのうち、工事費は３１億５,０００万円でお

示ししておりました。建設工事は、博物館ゾーンが１工区です。交流ゾーンが２工区、そして、

展示工事の３つに分けて発注し、既に完成した博物館ゾーンは２５億１,２９１万８,０００円、

展示工事は３億８,４２６万４,０００円が 終の契約額となっております。建設中の交流ゾーン

につきましては、当初契約額は６億３,６０９万４,０００円でしたが、現契約は７億８,００７万

円となっています。 

 建設事業については、設定した継続費の範囲内で進めており、現在の継続費の総額は４０億

５,７９３万５,０００円、うち博物館本体の工事請負費は３６億８,０２５万２,０００円となっ

ております。当初から比較いたしますと、工事請負費で約５億３,０００万円の増となっていま

すが、その主な原因は、人件費や建設資材のオリンピック需要増による資材単価の増等の上昇を

受けての事業費の見直しや２工区での旧歴史民俗資料館解体工事におけるアスベスト除去工事の

追加、工期延長による諸経費の増等でございます。 

 維持管理費については、平成２９年１２月１２日の全員協議会では、施設維持費として、約

５,９００万円をお示ししておりました。令和２年度の実績は、博物館ゾーンのみとなりますが、

約２,７００万円、令和３年度は空調機のフィルターの交換などを予定しているため、約

４,７００万円を見込んでおります。開館する４年度以降については、今後完成する交流ゾーン

を含めて、現在算定をしている段階であります。 

 維持管理に係る県の負担金につきましては、令和２年度実績としては、約９９０万円で、全体

の３６.６％の負担をいただいております。令和３年度は約１,７００万程度を見込んでおります

が、交流ゾーン完成後の県の負担割合は、３０.１％を予定しております。 

 以上であります。 

○議長（初村 久苹君）  ８番、船越洋一君。 

○議員（８番 船越 洋一君）  まず１点目の久田２号線の道路拡幅についてでありますけども、

今、市長のところに地図をお渡しをしていると思いますが、久田２号線はお船江入り口から市河
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川の新川の横をずっと通って奥まで行くんです。柳ノ元団地、ここはちょっと広いんですよ。こ

こに久田小学校線、それから久田中学校線、それから久田１号線、それから白子８号線の車とい

うのがここに全部集中するわけです。そうしますと、ここの道路というのは４メーターしかない

んです。特に、この県道から入り口のところに郵便局があります。郵便局。ここの前が、約

１メーターぐらいの歩道があるんですが、ここの歩道は縁石が入っていますけども、道路と一緒

の高さだもんですから、大型は入りきらんから、そこの歩道の上を乗り越して入ってくる。歩道

はもう歪んでしまっとるんです。ここは通学路なんです。通学路でありながら、ガードレールも

ない、一番危ないところ。トラックが浜のほうから来たら、左に曲がっていくんです。左に曲が

るということは、公道がそこにあるわけですから、通学路が。一番危険なとこなんです。そうい

う状況が今までずっと来とるんですが、私も常々家の前ですから、見ていますけど、危ないんで

す。何とかできんかなということで、地域の地権者の人たちのいろいろ話をしていまして、地権

者の人たちもぜひそうしてくださいということも言われております。そういうふうに好意的に地

権者の方も言われておる、そういう状況のときに、拡幅工事を何としてでもやっていただきたい。

今、４メーターですから、離合するにはやっぱり 低５.５メーターぐらい要りますよ。そうす

るとあと１.５メートルぐらい畑のところにずっと擁壁造って、それをアスファルトにすればい

いわけですから。今学童の通学路については、先ほど市長も言われましたように、川の横に張出

しをしていただいて、そこが一応通学路になっているんですが、要は手前の郵便局のカーブのと

ころ、ここが一番危ないんです。そういうことを考えますと、やはりここは、先ほども言いまし

たが、いろんな車が通るんです。自動車教習場の教習車、路上運転する車、これ１日に何台も通

るんです。そういう運転免許を今から取ろうかという人がそこを通るわけですから、特に危ない

です。そういうことも含めた中で、早くこれはしていただかんとと思うんです。状況はそういう

状況ですから。 

 それともう一つは、入っていって右側は畑がずっとあるんですけども、その奥に嶽ノ隈神社と

いうのがあるわけです。旧幼稚園の手前。それは、ちょっと地域の人に聞いてみますと、神社庁

のほうに登録はしていない神社だそうです。その敷地というのは、久田の自治会共有林、共有の

ものらしいんです。だから、あまり支障はないと思われるんです。だから、そういう条件がある

中で、何としてでもここはやっていただかんと、もし子供たちの通学路でそういう事故でもあっ

たときに、早くからこういう問題は言っているのに、なかなかそれが進まないおかげで事故があ

りましたというわけにはいきません。答弁お願いします。 

○議長（初村 久苹君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  この久田２号線につきましては、私もよくここはいろんな用件で入った

経験もありますし、通るときに議員おっしゃられるように、ちょっと狭いなと。なかなか前から
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車が来たときに、思うようにすり抜けることが難しいというように感じておりました。それと、

おっしゃられるように、先には小学校や中学校、また、自動車教習場もございますし、大きな団

地もございます。そういうことで、もしあそこの千葉県でしたか、八又市でしたか、小学校の子

供たちが通学中に事故があったというような悲惨な事故等もあっているところでありますので、

私もここについては、職員のほうとも、今できる交付金等が２つぐらいちょっとあるみたいです

から、この交付金等を何とか活用して、早い時期に着工ができるように努力してまいりたいと思

っております。幸い、議員おっしゃられたように、ここに神社がございまして、 初、私もこれ

神社庁に登録した神社ならなかなか難しいかなという話をしておったら、神社庁には登録はして

いないということでありますので、そうなると、割とスムーズにいくのではないかという話を職

員ともしております。そういうことで、できる限り早い時期に着工をできるように努力をしてい

きたいと思っております。 

○議長（初村 久苹君）  ８番、船越洋一君。 

○議員（８番 船越 洋一君）  そういうふうにいい答弁をいただくと、時間前に私も終わられる

んです。だから、あと２点ありますけども、今のような答弁の仕方で、ひとつよろしくお願いを

したいと思います。 

 久田２号線については、できるだけ早い時期にやるということで、御了解いただきましたので、

ひとつよろしくお願いします。 

 先ほど言いましたけども、嶽ノ隈神社というのは、そういうふうに説明を受けましたので、地

域の人に聞きましたのでそれは、そういうことはないということですから、行政の問題では問題

ないと思いますので、できるだけ早く着工できるようによろしくお願いします。 

 次に、２点目の万松院なんですが、これは、私も一番気になって、何回もやるんですが、今の

橋が架かる前は、あそこは石橋で太鼓橋、階段が２、３段あって、人が通るだけの橋だったんで

すが、旧厳原町の古い職員の方たちに聞いてみますと、あそこは、あの今の橋ができたというの

は、あの道をずっと入ってきても、回るところがないと。ずっと奥まで、回るとこないんです。

だからそういう関係で、あそこに橋を架けてやる、立派な橋じゃないんですけど、それを架けて

やることで、万松の中の広場で回転ができるというような状況であそこは広げた。という経緯を

聞いております。 

 それで、今見てみますと、下に鉄骨で突っ張ってありますよ。これは、万松の本堂の屋根瓦を

修理をするときに、大型車両が入るということで、橋がもたんということで、そのときにあの橋

の補強をしたという経緯があるんです。万松院の本堂の屋根替えについては、これは旧厳原町時

代にやったんですが、国の補助もありましたが、自己負担も少しありました、あそこは。そうい

うふうにして、あそこを、屋根が落ちてくるのを何とか防いだんですが、やっぱりそういう状況
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もありますので、先ほどは市長はいろいろな万松院を守る会とか、教育委員会とか、文化財保護

委員会とか、そういうところも相談せにゃいかんだろうという話ですが、この前のそのときには、

市長の答弁というのは、あれは市のものじゃないから、お寺のもんだから、我々は関われません

という答弁をいただいた経緯がある。だから、そういうもんであれば、市がそういうこともする

必要ない。しかしながら、今全体的に状況がこういう状況で来ていますので、今、用地を確保し

たいというような話も出ました。今、用地を確保したいというような話も出ました。その用地を

私もちょっとここだろうということで、見に行ったんですが、あそこは道路が４メーターなんで

す。あの敷地に入ろうとすると２メーターぐらい段差がありますから、それを通らないかん。通

らんと入れませんから、バスは。そうすると、バスというのは１２メーターあるんですよ。

４メーターの道路を行って、それから曲がろうとすると、１０メーターぐらい先まで削らんと入

らんわけですよ。入れません。中でぐるっと回っても、それで終わりです。そういうふうなせっ

かくの景観が石垣があるのに、それをわざわざ崩して、そしてそこに駐車場をつくるというよう

なことを考えるよりも、今私が言いました万松のその橋を架け替えるというのも１つの方法だろ

うと思うんです。私も２級土木施工管理技士を持っていまして、長いことこの経験をした経緯が

ございます。施工方法というのは私もわかるんです。あそこの橋は３メーターぐらいしかないん

です、川幅。そうすると、ボックスカルバートを入れれば、そんなかからないんです。橋台をつ

くって、橋をつくってというとすると、結構金かける。しかし、今は国道でもボックスカルバー

トやりよるんです。重量物が通れますから。それでやるとそんな大きく金がかかるもんじゃない。

私はそう思う。それを入れてやって、なおかつ橋の欄干にある古いやつはそのまま生かしてそこ

につけるとか、そういうことを考えれば、できんことは私はないと思う。それをいちいちその文

化財保護委員会ですか、あるいは教育委員会、そこの万松院については私も行って話をしました、

和尚さんと。それはもう構いませんということですよ。負担金が出るということについては、あ

まりたくさん出ると私も出し切れませんということなんですが、できるだけそういうこと、この

バスの駐車場を確保せにゃいかんというような名目であれば、そういうところを少しは考えてい

ただいて、何とかできる方法をひとつ考えてみていただきたいと思います。答弁をお願いします。 

○議長（初村 久苹君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  以前、このお話はいただいて、検討したことであります。議員おっしゃ

られるように、あの橋は下に鉄骨がサポートとして組まれておりますことを私も確認しておりま

す。何でサポートしてあるのかというところが今議員おっしゃられるように、以前万松院の屋根

替えをしたときに、橋が落ちるといけないというようなことで、安全を保つためにサポートがし

てあるというようなことでありました。それで、以前も、ここの万松院の保存会やらあの周辺の

歴史史跡委員会の方たちにも、将来的な構想として、どういう形がいいかということで諮問をし
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たときに、まず、大型バスはできる限り万松院の中まで入れずに、歩行で、歩いて回るほうがい

いのではないかというような回答をいただいておりました。それと合わせまして、今回、朝鮮通

信史歴史館を計画いたしましたときに、あの歴史館の裏の用地のほうがちょうど神奈川に今いら

っしゃるというようなことで、ある方からここの土地を買うことはできんかというような御相談

を受けました。それで、そういうことであれば、ちょっとあそこのところを買収というか、市の

ほうが買収させていただいて、あそこにどうしてもあの周辺駐車場が少ないですから、やはり駐

車場をつくるべきではないかというようなことで計画をしたいきさつがございます。 

 それで、議員もおっしゃられたように、ただあそこには高さが１.５ぐらいでしょうか、畑の

ほうが若干高いです。石積みが積んであると。その道路幅は、あそこら付近から、一部絞られて

いるということで、確かに大型バスを入れるときには、一部やっぱり拡幅を、川のほうにも拡幅

をする必要が出てくるのではないかという話はしておりますけども、石垣のほうについては、再

度またきちんとした石垣を積み直して、歴史景観をきちっと守りながら、駐車場として活用をし

ていきたいというようなことで、今現在その所有者の方と用地の交渉をしているところでありま

す。確かに、議員おっしゃられることはよくわかるんです。私も一応土木出身ですから、あそこ

はもしやり替えるときは、石橋の上の部分を外して、ボックスを入れれば、そんなにかかること

はないなとは思っていたんですけど、ただ、歴史的なある施設でありますし、景観としては、あ

の石橋は私はどうかして残したいなというのが私の正直な気持ちであります。 

○議長（初村 久苹君）  ８番、船越洋一君。 

○議員（８番 船越 洋一君）  市長、思いは一緒だと思うんです。歴史的景観を残すというのは、

対馬市の 大の目的ですから、それをあそこの石垣をといて、車が回れんから、そこを拡幅をし

て入るようにするとか、そういうことを考えるよりも、今、あそこの先ほどそこら辺の人にお話

をすると、歩いていって、あそこで、あそこは歩いて散策をして観光していただきたいというの

が本音だろうと思う。本来なら、旧厳原幼稚園跡、あそこにバスが止められたら一番いいんです。

こういう苦労もしなくていいんです。ところが、まだまだ文化庁との話がつかないということを

考えますと、来年４月にはオープンしますよという、それから今博物館の分館となった朝鮮通信

史の歴史館、ここら辺も含めた中で、そこら辺をぐるっと回っていくことになりますと、どっか

に駐車場がいるんです。だから私も何とかこれができんかなということなんです。ボックスカル

バートを入れても、上だけですから、下は見えませんから、上に石張りをすると、景観は保たれ

ると思うんです。ボックスカルバート入れても。ボックスカルバートの上まで来るんじゃないか

ら、下入れて、そしてその上にコンクリを張って、コンクリを打って橋みたいにするわけですか

ら、だから、全くそれはボックスカルバートは見えませんから、横のほうに行ってみれば別です

が、見えませんよ。そういうことを考えますと、やっぱり、いつかはこれはやっておかにゃいか
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んと。いつやるかですよ。先ほどいい答弁もらいましたんで、これも続きですから、いい答弁を

いただきたいと思うんですけど、市長の言われるのもわかるんだな。考え方は私も一緒なんだ。

しかしながら、対馬のこの今あそこらへんずっと観光の目玉となるような、資料館とかいっぱい

できますから、国指定の史跡もありますし、そういうことを考えますとどうしてもこれは、バス

の駐車場要ると。文化庁がはっきりしてくれればいいですが、ある方面に私も今ちょっとそれお

願いしています。だけども、それがならんということになってきますと、何らかの方法を考えん

と、あそこ、バスを表へ止めとって、ずっと歩いてくださいといって、それはまちづくりの中で

の商店街を歩いて回って散策をして、駐車場というのは、外のほうに置いといて、まちの中を回

らせるというのは、商法のやり方なんですが、商法じゃない、観光地巡りですから。そこまでや

っといても観光客の方が歩いてくれるかなというのもありますので、いろいろ考えて、私も私な

りにいろいろ考えて、厳原のまちの中どうすればいいかなということを考えておって、今、市長

とお話をさせていただいているんですが、これは、何とかしてくださいよ。なんかいい返事聞け

ませんか。 

○議長（初村 久苹君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  お気持ちは私も、痛いほどよくわかります。それで、今議員おっしゃら

れたように、今、もともとの幼稚園跡地も、駐車場じゃなくて、一時、停車場、乗降場という形

で何とかお願いをしたいということで、委員の方たちもそれに賛同していただいて、話を文化庁

に上げるというようなお話までいただいてはおりますので、何とか、まずそちらのほうを第１点

で努力してまいりたいと。 終的にそちらがだめとかいうときにはまたいろいろと次の施策を考

えなくちゃいけないと思いますので、まず、こちらのほうを一義的に努力していきたいというふ

うに思いますので、よい答弁をしたいのはやまやまでございますけども、何とか、お願いいたし

ます。 

○議長（初村 久苹君）  ８番、船越洋一君。 

○議員（８番 船越 洋一君）  なかなか、いい返答は聞けませんね。やはり考え方は一緒だとい

うことで、例えばその旧厳原幼稚園跡地の問題がいい方向に行ってくれればいいですよ。しかし、

今度衆議院解散となります。総理大臣も変わります。そうしますと、政治の空白っちゅうのはち

ょっと出てきますので、それを文化庁のほうでどういうふうに、文化庁のほうは関係ないですが、

やはりそこら辺をどういうふうにされるのかということも１つ心配あります。それと今、コロナ

禍の中で、そのＧｏ Ｔｏキャンペーンも中止になっていますよね。お客さんは来ません。今の

うちに、整備をするならしとかんと、お客さんが来出してから整備をしますよっちゅうわけにい

かんでしょ。できるだけ早く、これをどちらかの方向でやると。 

 １つは、旧厳原町幼稚園の跡地が乗降場所として使えるように今お願いをしておくということ
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なんですが、乗降はしますが、バスはどこに置いておくんですかと、また浜のほうに持っていっ

て、それからまた持ってくるんですか。そういうことも含めた中で、考えにゃいかんと思うんで

す。乗降はそこでいいでしょうが、止めておけんわけですから、バスはその間どっか持ってとか

にゃいかん。同じやるならそこを駐車場として使わせてくださいということなら話はわかります

が、乗降だけをそこで許可しますということになってきますと、何にもならん。バスをどっか持

ってかにゃいかん。それじゃなしに、その万松院、和尚さんとも話をさせていただいて、とにか

く駐車場がないと。和尚さんどうだろうかということは、和尚さんも気持ちよく別に構いません

とバスをここに止めて、駐車させていいですよと言ってはいただきました。 

 そういうことも言っていただいておる中で、要はあそこのとこ橋の幅が３メーター２００しか

ない。バスは入るのは入る。いっぱいいっぱいなんです。そこで、あそこはちょっと膨らんでお

るもんですから、バスのけつが当たる。だから入ろうにも入っていってもお客さん積んどったら、

ガタンとなるから、けつが当たるわけですから、そういうことも含めた中で、早くこれは何とか

解決せにゃあかんという思いがありますので、人が通りもせんところの橋がこちらにあるんだ。

立派な橋ができていますよ。万松院の中入っていったら、駐車場の奥入っていったら、右側に金

石城の庭園のほうから出てくるところに立派な橋がありますよ。誰も通らん橋なんだ。ところが

御影石で立派なもんですよ。ああいうところは、それは確かに心字池の事業費の中であれは架け

られたと思うんですが、しかし、誰も通らんような橋や立派な橋を造るよりも、実質的にそこを

利用するところを、しっかりと整えとかにゃいかんと私は思うんですよ。何とかいい方法はあり

ませんか。さっきまでは何かいい返事が出よったみたいですけど、何か今度は話が鈍ってきまし

たね。何とか検討してみてくださいよ。いい方向に行くように検討をしてみてください。答弁を

お願いします。 

○議長（初村 久苹君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  議員おっしゃられるように、私と議員と考え方は、行きつくところは一

緒だというふうに理解はしております。ということで、先ほども申しましたように、旧厳原幼稚

園跡の駐車場と申しますか、運動場は、乗降場として活用できるようにしていきたいと思います。

それで、その間、バスは西の浜のほうの県の用地のほうで待機できるようにしていきたいという

ふうに考えております。今、もうすぐ携帯電話、スマートフォンで連絡すれば来れるんでしょう

から、そういう形にしていきたいと思っております。言うようにそういう方向性を持っていきた

い、そこら辺がまたちょっとどうしても難しいようなときはまた再度検討を重ねていきたいとい

うふうに思っておりますので、そういうことで御容赦お願いしたいと思います。 

○議長（初村 久苹君）  ８番、船越洋一君。 

○議員（８番 船越 洋一君）  今市長が言われたように、それはそれで、市のほうで御苦労され
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ておるわけですから、それはそれでやっていただいて、頭の真ん中ぐらいには、その万松院の橋

というのも頭の中に入れて、そしてこういうふうにしてやったらどうかということを考えていた

だきたい、このように思います。 

 よろしくお願いしておきます。 

 それから、次に博物館の建設でありますけども、当初の計画からいきますと、そうそう大した

大きな変わりようはないと思うんです。私が気にするのは、私がちょうど２年ほど議会を休んで

いましたから、その間にいろいろあったかなというような気がしました。その折に、総務文教委

員会で建設については維持管理費がかかり過ぎるということで、委員会で１回否決した経緯があ

ります。その当時ちょうど私も文教委員会におりまして、そこら辺のいきさつはわかっているん

ですが、そのときからすると、先ほど市長から聞きました維持管理費というのは、大分下がって

きていますね。そのときからすると大分下がってきています。今、ユネスコ記憶遺産の歴史館が

その博物館の分館としてでき上りました。そちらのほうの分も含めてですか、これは。そちらは

別なんですか。博物館は博物館だけなんですか。 

○議長（初村 久苹君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  まず、全体経費はこれ博物館だけです。それと、先ほど答弁いたしまし

た令和２年度の博物館ゾーンの維持管理２,７００万、そして令和３年度が空調機のフィルター

の交換等含めて４,７００万と申し上げました。ただ、令和４年度以降については、もう少し上

がってくる見込みでございます。言うように、６,０００万はちょっと、当初の計画の６,０００万

程度よりも少し上がるんじゃないかなと。と申しますのは、当初考えられなかった特定建築物等

の衛生管理とか、いろんな関係が出てきているんです。特に博物館の場合は、重要文化財とか、

そういったところをずっと入れていくもんですから、もうフィルターも毎年一応 初の５年間ぐ

らい毎年替えんばいかん。替えるだけで、それだけでも１,０００万ぐらいかかるそうなんです

よ。ですから、当初、フィルター等も落ち着くまでは、管理費が６,０００万よりもちょっと割

高になってくるのではないかなということは危惧はしております。 

 以上であります。 

○議長（初村 久苹君）  ８番、船越洋一君。 

○議員（８番 船越 洋一君）  確かに、しかし、そのために当初コンサルを入れて、設計をさせ

たはずなんですよ。維持管理費というのも。それは入っとったはずなんですけど、漏れているん

でしょうね。そこら辺はやっぱり 初のときにそういうのもしっかり含めた中で、管理費が幾ら

かかるというのは、積算しとかにゃいかんことですから。それと、当初と違うのは、あのときは

まだまだ韓国人観光客は４０万人超してきていました。旅行パックに合わせて入館料を含めた中

で、維持管理費に充てるようなやつをつくりたいという話もありました。それからふるさと納税、
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これについても、何とかそこの中から資金繰りをして、経費の負担金に持っていきたいという説

明があって、そのとき、委員会では、オッケーが出たんです。ところがその後、それはそういう

ふうにやっていくようになっているんですか。 

○議長（初村 久苹君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  この維持管理の経費、そしてまた運営費、関係含めまして、やはりこの

ふるさと納税の一部をこちらのほうでも活用させていただきたいというふうなことで進めてもお

りますし、今後、旅行会社等が集まるイベント等とか、そうしたところにも今からどんどん参加

をいたしまして、この博物館のＰＲをしていくことを計画をしております。確かに想定外のこと

とはいえ、韓国人観光客の激減等で厳しいという現実は感じておりますけども、できる限りの誘

客に努めていきたいというふうに思っております。 

 以上であります。 

○議長（初村 久苹君）  ８番、船越洋一君。 

○議員（８番 船越 洋一君）  韓国人が来ないということで、大分旅行パックの設定をしとった

やつが崩れてくると思うんですよ。しかし、それに見合うようなこともやっぱりしっかり考えて

いかんとと思いますが、Ｇｏ Ｔｏキャンペーン始まる頃になってきますと、そういう営業して、

旅行会社にもそういうふうな旅行パックでやっていただくと、それともう一つはふるさと納税、

もう少し頑張っていただいて、そこのほうからでも、少しでも入れてくる、そうしないと、維持

管理費というのは、国からの補助金出ませんよね。全部生財源ですよね。生財源を出していくと

いうことになってくると、財政圧迫してきますので、そこら辺のやりくりは、あなたたちが上手

でしょうから、それをやっぱり議会のほうは議会のほうでしっかりと質さにゃいかん立場に我々

はおりますので、そこら辺はしっかりと、経費が上がったにしても、そこら辺から持ってきて、

これをやっていきますということをしっかり言えるような体制づくりをやっていただきたいと思

います。ふるさと納税、もうちょっと頑張らにゃいかんです。今１億２,０００万ぐらいですか。

（「２億８,０００万」と呼ぶ者あり）２億８,０００万、そうですか。頑張っていますね。もう

少し頑張りましょうよ。もう少し頑張って、せっかくそれもでき上った今度はユネスコ記憶遺産

の歴史館、これ、どこが管理すると言いましたかね。 

○議長（初村 久苹君）  観光交流商工部長、村井英哉君。 

○観光交流商工部長（村井 英哉君）  お答えいたします。 

 我々観光交流商工部の中の文化交流課のほうで、今、１０月３０日の開館に向けていろいろ準

備を進めております。 

 以上でございます。 

○議長（初村 久苹君）  ８番、船越洋一君。 
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○議員（８番 船越 洋一君）  こういう博物館とか資料館というのは、温度管理が大変なんです。

温度管理をしっかりしとかんとカビが生えたりしますもんで、そこら辺に経費がたくさんかかる

と思うんですよ。これは分館のほうにしても、博物館のほうにしても、それが大きな金がかかっ

てくると思うんです。やっぱりそれをそのまま市民の税金で使っていきますよというわけにもい

きませんので、あなたたちが努力をして、この分については、こういうところから捻出していき

ながら、フォローしていきますというぐらいの腹づもりでおっておかんと、財政圧迫していきま

す。これどこに視察に行っても、博物館はどこも赤字なんです。みんなそこで苦労していますよ。

我々２、３か所行きましたけど、みんな苦労しています。だからそれをどっかで補うためには、

そういう努力をしていただかんと、長く続かんでほったらかすわけにはいきませんから、赤字を

してでも維持管理はせにゃいかんわけですから、そこら辺しっかり腹に据えて、やっていただき

たいと、このように思います。時間来ましたんで、終わります。よろしくお願いします。終わり

ます。 

○議長（初村 久苹君）  これで、船越洋一君の質問は終わりました。 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（初村 久苹君）  暫時休憩いたします。再開は、３時５分からといたします。（発言する

者あり）午後３時５分から。 

午後２時52分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後３時05分再開 

○議長（初村 久苹君）  再開します。 

 引き続き市政一般質問を行います。１６番、大浦孝司君。 

○議員（１６番 大浦 孝司君）  １６番、対政会、大浦でございます。本日の一般質問 後とい

うことでございますが、３点上げとった中で、３点目の湯多里ランド、このことについて質問の

内容と提出された資料の内容がかみ合わないということで、本日はその質問を取り下げます。し

たがって、２点でいきますので、早めに終わろうかと思います。 

 私は、今年度の改選市議会のその折に、比田勝港の国内ターミナルの運営、ここの九州郵船の

うみてらしが、７月１日からいわゆる新規に出船があるという情報の下に、その北部の住民の皆

様の声が、「非常に出航時間が、博多に行く時間が非常に遅いではないか」と、「晩の９時前後

に船が到着し、それからほとんど用を済ますことができない」、このような声があって、この

「７月１日からスタートする前に、市に、あるいは九州郵船に対して物を申したい」、このよう

なお方が数人おられました。 

 それで、この６月にそのことを上げてみようかなと思ったんですが、地元の皆様がおる中で、
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私も手を上げることよりは、一段落してから投げればと思い、今回のことで誰も北部の皆さんか

ら手が上がらなかったということで、今回取り上げております。 

 これは、私はうみてらしのことは、ただ比田勝港から船が出るただの問題ではないと思ってお

ります。 

 と申しますのが、皆様御存じでしょうか。一昨年、ＪＲ九州は就航しておりましたビートル、

ちょうどヴィーナスの大きさとほとんど同じタイプの型なんですが、これを廃船する、廃船とい

うのは、これを使わないということで、これが終わるかと思えば、新たに高速大型船を就航させ

る、このようなことをニュースで聞き入れ、一つの新しい問題としてこれがスタートしたわけで

すが、しかし、このことは対馬に普段から混乗便としてやっておったことが、ＪＲ九州の考えは、

混乗ということはないような話し具合でございました。 

 これは、当時の議会の中でも私は一時このことが浮上したことで、比田勝市長は、「いやいや、

それでもお願いせにゃいかん」というコメントを私は聞いた覚えがあります。 

 ですから、現在コロナのいわゆる蔓延で入国拒否ですね。韓国から来るわけじゃいけない、日

本から行くわけに行かんということで船はストップです。しかし、これが再開した場合には、今

の問題が浮上します。そして、間違えば比田勝港から九州本土に渡る船は、ひょっとすればうみ

てらしのみになる可能性がございます。そういうふうな先を見た慎重な考えで、私はそのことを

市長に問うてみたいと思います。 

 それでは、通告に従い市政一般質問を行います。 

 ７月１日より、比田勝博多間を就航した新造船フェリーうみてらしについてお尋ねをいたしま

す。 

 本船は、総工事費２４億５,０００万円が投じられ、総トン数１,１２５トン、全長８１.７９メー

トル、全幅１３.４メートル、乗船客１９０人収容、貨物においては乗用車４３台、トラック

８トン車１５台が積載可能であります。 

 これまで就航しておりましたフェリーげんかいとの比較でありますが、明らかに推進速度が速

く、これまで５時間３０分要しておりましたが、これが３５分ほど短縮されております。それと、

船内も上下の移動においては、エレベーターを使用しており、特に高齢者の皆様には大変喜ばれ

るものだと思われます。 

 現在の時刻表でありますが、博多発２２時３０分、対馬着３時２５分、往路でありますが、対

馬発１６時、博多着２０時５５分となっております。 

 先ほど申し上げました一昨年ＪＲ九州のジェットフォイルビートルの釜山港発の比田勝経由の

博多着と、いわゆる混乗便でありますが、ＪＲ九州はビートルの廃船と同時に、大型高速船ク

イーンビートル（乗船可能５０２名）を新造し、従来どおり釜山、博多間を就航する予定であり



- 164 - 

ましたが、コロナ入国拒否により現在一時的に国内航路に就航していると思われます。 

 このコロナの収束により運航が再開された場合、ＪＲ九州側の混乗案については白紙の状態で、

今後は全く不透明であります。万一そのようなことになれば、唯一比田勝港より九州本土へ就航

する船は、うみてらしのみとなることが予測されます。 

 比田勝港より乗船客から「出航時間が遅過ぎる。もっと早く出航できないのか」と不満の声を

聞きますが、住民側の実態を把握され、このことが改善されるよう願うところでありますが、市

長の御意見を伺いたいと存じます。 

 次に、のり面保護と入会林野の整備についてお尋ねをいたします。 

 集落の家屋が密集している裏山ののり面に一般的には土砂崩れ等の災害防止を目的としたコン

クリート吹きつけによるのり面保護が行われていることは、皆様御承知のとおりであります。 

 このことについては、県の事業で行われており、林業サイドでは治山事業、また土木サイドで

は急傾斜事業で行われているようであります。 

 このような中で、急傾斜事業は工事箇所の所有権を県に移転することが必須の事業の要件とな

っております。入会林野、これ共有地です。の未整備地区においては、事業の実施はできません。

そのため、工事の着工が断念されている箇所もございます。 

 しかし、 近の気象状況は過去のデータとは全く比較にならない記録的な豪雨の降雨量が発生

しております。土砂崩れ、崖崩れは至る箇所で発生し、人命を奪う 悪の状況が各地で起こって

いる中、災害対策に対する考え方について改める必要があると思われます。 

 現在、対馬市では国県道の改良事業の箇所、予定地に入会林野の未整備地区が存在した場合、

必要に応じて農林しいたけ課において業務の処理が行われておりますが、大変重要な仕事である

ことを理解するものであります。 

 急傾斜事業の予定地に入会林野が存在した場合、市の対応ができないか市長の答弁についてお

尋ねをいたします。 

 その後、入会林野の質問内容を準備しておりましたが、内容がかみ合わないということで、こ

の件については、私のほうは一応断念するということで市長に報告いたします。 

○議長（初村 久苹君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  大浦議員の質問にお答えいたします。 

 初めに、フェリーうみてらしの運航時間の変更についてでございますが、新造船うみてらしは、

本年７月１日よりフェリーげんかいに代わり、比田勝博多航路を運航しているところでございま

す。 

 フェリー更新につきましては、利用者のニーズに応じて運航時間の約１時間の短縮や、船の横

揺れ防止装置の搭載、バリアフリー設備の充実などを図り、利便性に加え快適性も一段とよくな
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っております。 

 新型コロナウイルス感染症が収束となりましたら、市民の皆様、また多くの観光客の皆様に利

用していただけるものと期待をしております。 

 議員御質問の比田勝港の出航時刻の繰上げについてでございますが、現時点における就航ダイ

ヤは、平成２４年度に実施いたしました住民アンケートや事業者ヒアリングの結果を踏まえ、九

州運輸局、九州郵船などと検討をしておりますが、博多港岸壁使用における他船との調整、沖出

しした場合の人件費を含む経費の増加とともに、新たな船員の確保等が必要になることなどを考

慮し、設定を行われたと聞いております。 

 したがいまして、博多港での岸壁使用において、他の航路事業者との調整が厳しい現状であり、

現行の就航ダイヤを変更することは非常に困難であるということについては、御理解頂きたいと

思います。 

 しかしながら、市といたしましても、先ほどＪＲ九州の高速船が今現在休止になっているとい

うようなことで、うみてらしの重要性はますます必要になるということでございますけれども、

こういうことで市といたしましても、本航路は将来にわたり対馬北部地区における生活に必要不

可欠な生活基盤と位置づけておりますので、市民や物流事業者等の利用者ニーズにも対応できる

よう、また観光客等の利用者の確保など、さらなる利用者の増加に向けて、今後も引き続き関係

機関とともに改善案を模索してまいりたいというふうに考えております。 

 次に、のり面保護と入会林野の整備についてでございますが、議員も御承知のとおり、急傾斜

地ののり面保護等を行う場合、主な事業といたしまして、急傾斜地崩壊対策事業と治山事業がご

ざいます。 

 まず、急傾斜地崩壊対策事業の前提としましては、急傾斜地法では斜面を所有されている方、

斜面崩壊により被害を受ける恐れのある方は、斜面を管理する責任がございます。しかしながら、

個人で対策工事を行うことは費用面や技術的にも困難なことから、行政が地権者に代わり急傾斜

地崩壊対策事業を実施しているところでございます。 

 また、整備しました構造物等を公共施設として管理するため、議員御指摘のとおり、採択要件

の一つとして施工範囲の土地を無償提供し、行政へ所有権を移転していただく必要がございます。 

 治山事業におきましては、森林の維持造成を通じて山地災害を防止し、環境を保全するという

観点から、のり面も森林に付随するものとし、土地の提供まで求めることなく、のり面保護等を

実施しているところでございます。 

 双方の事業を実施する際には、のり面周辺の全体的な土地利用や森林状況、周辺家屋の立地状

況を考慮し、双方の事業の採択要件に即した事業で対処するようにしているところでございます。 

 急傾斜地崩壊対策事業の施工範囲に入会地が含まれる場合におきましては、時間を要すること
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となりますが、入会権者の同意を基に入会林野の整備を実施した上で事業に着手することとなり

ます。 

 その際の入会林野整備に関する事務は、入会権者が主体となり進め、その支援を行政が行うこ

ととなります。今後も、入会林野の整備の要望がある地域につきましては、入会林野等に係る権

利関係の近代化の助長に関する法律に即して進めてまいります。 

 また、入会地がない共有地におきましては、地権者において必要とする事務手続に対処してい

ただくこととなります。近年の異常気象と言われる集中的な豪雨も、頻繁に発生していることも

ありまして、警戒及び避難体制の整備を進めるとともに、急傾斜地崩壊対策事業によりのり面保

護等を必要とする場合におきましては、県などの関係機関と連携し、整備を進めてまいります。 

 以上であります。 

○議長（初村 久苹君）  １６番、大浦孝司君。 

○議員（１６番 大浦 孝司君）  ちょっと確認を取りますが、市長答弁の中で住民アンケートを

取ってやった結果が、この時間になったと。当初の時間というのは、げんかいのことですかね。

そのときのげんかいは何時出航やったんでしょうか。私はちょっとそこの部分が分かりませんが。 

○議長（初村 久苹君）  しまづくり推進部長、伊賀敏治君。 

○しまづくり推進部長（伊賀 敏治君）  うみてらし以前のげんかいが就航したときの比田勝港発

が１５時５分です。博多港発は変わりません。 

 ただし、１時間弱早くなりましたので、夜中の４時２０分に到着していたのが３時２５分到着

ということになっております。 

 以上です。 

○議長（初村 久苹君）  １６番、大浦孝司君。 

○議員（１６番 大浦 孝司君）  住民アンケートで確認を取ったということを私はどれだけの調

査されたか、これは分かりませんけどもね、しかし、今おられる方の大体聞いていった方につい

ては、それじゃ困るという言い方なんですよ。 

 要は、先ほどから言っておりますように、ジェットフォイルに変わることが、多分就航はしな

いだろうという見込みはＪＲ九州側は持っておるわけですよ。それがそういうふうな方向であっ

たんですよ。大型船が入るということは、ちょっと考えにくい。 

 そういうことと、今回のダイヤの改正というのは、よくよく考えて発言するべきだと思います。

今までの話でやった、これはそこまでのことはいいでしょう。これからどうかという話を私はし

ているつもりです。ですから、市長答弁に私は前向きなことではないなと。 

 もう一つ、その九州郵船、この会社が全て実権を握って運営をやるわけですが、今フェリーが

２隻ですね、就航しております。その資料によりますと、癩癩ちょっとすみませんね、フェリー
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ちくし、きずな、これの対馬からの朝の１便、それから博多から来る１０時の便ですね、そして

この便が博多港でどう合着するか、このダイヤを一応見たところ、人件費の問題は別として調整

できる時間はとりあえずあるように見えます、本当に詰めたらですね。 

 比田勝港はジェットフォイル等が、高速船が入らんという方向が１年半前ぐらいやったですか

ね、そういうふうな話があった中で、私はこのことは重く考えて、住民の足が海上輸送の場合、

このうみてらししかないというふうに考えることが、私は対馬の人間としてそんな思いをせにゃ

いかんと思うんですが、あんまり九州郵船の運営のことを申されましたがね、人件費が云々、こ

のことでいいのかなという思いであります。 

 市長、その答弁を書かれた方はあなたじゃないかもしれませんが、率直に言って早く行かんと、

日の用ができないよと。そして、ジェットフォイルは通わんよとなった場合ね、少し動かにゃい

かんじゃないですか。それはそういうことであれば。 

 しかし、また答弁の内容が非常に余りそういうふうには考えておりませんというような感じ、

その辺しっかりしてくださいよ。私は担当課のほうでね、そういうふうな文言を書かれたか知ら

んけども、あえてその人が早う出ろういうことをね、何か遠くで物を見るような感じの言い方に

私は見えるんですが、市長、少し前向きじゃないなというふうな答弁ですよ。ちょっとその辺を、

率直なあなたの思いを聞かせてください。 

○議長（初村 久苹君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  確かに、比田勝港を４時発で出ますと、博多港には８時５５分にしか着

かないということで、着いたらもう何も大方活動はできないというふうに感じております。 

 それと、まずその前に、住民アンケートという答弁をいたしましたが、これは平成２４年度で、

以前フェリーげんかいのときに実施をしているアンケートであります。そういうことで、まずそ

の言うように、これをもう少し早く出すことができないかというようなことで、以前から検討は

されていることは、私もかねがね聞いておりました。 

 特に、比田勝港のほうからできれば１時ぐらいに出航が可能となれば、北部周辺の鮮魚類をそ

のまま積むことが可能になるというようなこともありまして、そのような要望があったことも私

記憶しております。 

 ただし、今度は博多港のほうのその岸壁の関係が何か他社の船あたりとなかなか調整がつかな

いというようなこともちょっと聞いておりましたので、そこら辺については、また今後九州郵船

さんやら先ほど申しました九州運輸局さんとできる限りの協議等は進めてまいりたいと思います。 

 議員おっしゃられるように、これまでＪＲのジェットフォイルが就航していた船が、このまず

コロナの関係もございますけども、なかなか就航の見込みが薄くなったというようなことであり

ますので、そこら辺の協議については、再度また取り組んでまいりたいと思っております。 
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○議長（初村 久苹君）  １６番、大浦孝司君。 

○議員（１６番 大浦 孝司君）  げんかいを含むことで、この２か月が過ぎておるわけですが、

貨物やら人の状況をどういうふうになっておるかというのを、やはりお互いにチェックする必要

があります。 

 私がチェックした内容は、わずか２か月の運航のうみてらしの状況は、平均乗船客が１日

１７人、そういうことになっております。それから、これは比田勝から博多、車両がわずか

３.８台、１日平均ですよ。博多から比田勝は２０人、車両は４.７台。この期間は、コロナが博

多、福岡県にかなりの感染をしよった頃でありまして、県外の出張、不要不急のことは避けて、

なるたけ旅行はしない、このような時期でありましたから、かなり厳しい時期だと思いますので、

参考になることはございませんが、ただ、このようなことでございました。 

 貨物の取扱いは、先ほど市長が申しましたように、げんかいや今の船に鮮魚、要は保冷車を積

んでおらんわけですよ。私は、福岡の魚市に物を出すために夜の船に乗せれば、朝方の市に間に

合うんじゃないかという頭があったもんですから、どうなのですかということで聞いたところ、

実は 近そういうことではないと、福岡に積み出した後、中国地区、広島もしくは関西に博多魚

市場以上の要は高値になれば、そこに物を切り替えるというふうなことをやるそうですよ。だか

ら、早い船に乗らんとそのことができないよと。今の１４時出航、これじゃとても間に合わない

ということで乗らないそうです。 

 ですから、 終的には貨物しか持っておらないが、保冷車の中に雑貨を積んで、それで３台ぐ

らいやっておりますという意見、大手の水産会社の方の意見ですが、それと大手の宅配便、これ

はどう変わろうと、それについていきますと。時間の変更には十分ついていきますと。だから、

貨物のほうについてはほとんど問題がない。 

 そうしますと、博多港の岸壁使用の、いわゆる時間の調整をこれが全てであります。ですから、

今後私はＪＲ九州の大型船、この寄港がない、混乗ができないという想定の中で、私は今回の問

題は取り扱わないと。北部地区の皆様にとっては早く旅に、僅か片道３,２００円じゃないです

か。３,２００円で博多に着くわけですよ。そうすればね、船の中、快適な状況であるそうです。 

 そうしてエレベーターを使う、先ほど言いますように、体の不自由な方、お年寄り、非常に楽

であります。以前のげんかいと違うということをもう少し考えてほしい。ひょっとすれば、私は

そんなに金を使わずに急がん旅が、この船に限るというふうなことに切り替わる可能性があると、

こういうふうに位置づけて、早ければ保冷車が乗るということを言っていました、その社長さん

ですね。 

 大型の保冷車の事業をやられる方の意見はそういうことになりますということで、私はその辺

の実態を随分把握されて、九州郵船に私は市長、こういうことを言ってはいかんとですけど、赤
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字航路の対応問題、ここにおいては、以前から私も総務委員会の中で、ここの赤字航路の補塡問

題をチェックしたことがございます。 

 国においては、地域公共交通確保維持改善事業、離島航路運営費等補助金、これが何と赤字総

額の２分の１を国が持つ。そして、残りは長崎県離島航路事業対策補助金、赤字の２分の１を全

額補助する、こういうふうな比田勝港に対するやはり経営の維持、これを国県がする中で、これ

に甘えてはいかんと私は思うんですよ。どれだけ国が斜めになっていくか分かりません。そした

ら、こういうことがひょっとしたらじわじわできにくくなるかもしれん。 

 ですから、今のうちに船が大きくなっておりますよ。私見に行きました。げんかいとやはりち

ょっと違いますね。乗り心地もかなりいいということで評判でありました。何人かに聞いたんで

すがね。 

 これを今回やはりいかに対馬出航の時間を何としても前に進めたいということを、九州郵船側

に働きかけてほしいと思うんですよ。これはお返ししていい話ですよ。そこまでね、赤字をやは

り補塡していただいたことも、一つのやはり返さにゃいかん材料じゃないかなと。その中の比田

勝航路のいわゆる前向きな対応も配慮していいんじゃないかなと、私はそういうふうに思います。

市長、どう思われますか。 

○議長（初村 久苹君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  やはり議員おっしゃられるように、ジェットフォイルビートルがちょっ

と今厳しい状況にある中におきましては、今後このうみてらしの重要性がますます叫ばれてくる

と先ほども申しました。 

 そういうことで、できるならばやっぱり北部の方たちは、もう少し時間が早まることによって、

この利用が増えるのではないかというふうに思いますし、ここは再度北部の利用される住民の皆

様の意見等をしっかりと集めながら、今後九州郵船並びに九州地方運輸局等とここら辺の話を前

に進めていきたいと思います。 

○議長（初村 久苹君）  １６番、大浦孝司君。 

○議員（１６番 大浦 孝司君）  ひとつそういうふうな思いがあることの方が、私がお話しした

方々においてはそうありました。それは事実であります。今おっしゃいますように、十分本当の

現実を把握され、そういうふうなことを市なりにまとめる、あるいは意見を聞く、これはひとつ

やってほしいと思います。 

 そして、また合意に達すれば、そのような動きを九州郵船なりにしてほしいと思います。それ

は貨物のほうも、そして乗客のほうも問題ない、喜ぶというような結論は、私が聞いた限りでは

出ておるようにあります。その辺をひとつ力強く取り組んでほしい、かように思いまして、ただ

いまの件については終わります。 
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 入会林野の整備、要は共有地の何人持ちを、一本の例えばある地区の名前の生産森林組合とい

う名前に変えないと、売買ができんわけです。過去に自治体の中でこの問題に取り組んだ事例は

たくさんありました。しかし、 後には全部できずに終わった地区が結構ありました。旧美津島

町のことですけどね。 

 それなぜかということは、やはり長く時間がかかるというふうなことがあったんでしょう。先

ほど市長の答弁は、集落の皆さんにそのことはやってくださいよということをちょっと申し上げ

たですね。私が言うのは、それができないから話をしているんですが、そこら辺りが突っ張るわ

けじゃなくて、話し合いはもう少ししていいんじゃないでしょうか。 

 それは、市の中で１００％持つとか、あるいは地元が幾らか持てとか、そういう話そのものが

あっていいんじゃないでしょうか。何か私は突っ張られたような気がするんですがね、どうなん

ですか。 

○議長（初村 久苹君）  農林水産部長、黒岩慶有君。 

○農林水産部長（黒岩 慶有君）  大浦議員さんの御質問にお答えいたしますが、先ほど生産森林

組合のことも出まして、ちょっと意味がよく理解できなかった部分があるんですけども、市長が

冒頭説明しました地区がやるというようなことは、法的には入会集団がまず入会整備をやると。

行政はそれを後押ししなさいという位置づけがあっているということを、 初の答弁ではさせて

いただいたところでございます。 

 それ入会につきましては、道路だけじゃなくて公共事業が予定されているところは、優先的に

取り組んでいくということにしておりますので、今後もそのように取り組んでいく予定でござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（初村 久苹君）  １６番、大浦孝司君。 

○議員（１６番 大浦 孝司君）  確認しますが、公共事業という言葉の中に、急傾斜地崩落何と

か事業、通常急傾斜事業というふうな略称なんですが、このことを公共事業という解釈してよろ

しゅうございますか。 

○議長（初村 久苹君）  農林水産部長、黒岩慶有君。 

○農林水産部長（黒岩 慶有君）  結構でございます。 

○議長（初村 久苹君）  １６番、大浦孝司君。 

○議員（１６番 大浦 孝司君）  それで、私が了解いたしました。 

 本日湯多里ランドの質問を準備しておったんですが、どうも質問の意味と整理されている市役

所側の本題と異なる点がございまして、これはちょっとかみ合わないということで、私も今日の

ところそのことは提出を取り下げます。 
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 そして、質問については本日これで打ち切ります。 

 ちょっと早いんですが、１件事を外したもんですから、当然早く終わるということで、これで

私の一般質問を終わります。 

○議長（初村 久苹君）  これで大浦孝司君の質問が終わりました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（初村 久苹君）  以上で、本日予定しておりました市政一般質問は終わりました。 

 本日はこれで散会とします。お疲れさまでした。 

午後３時48分散会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 
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